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・この会議録は録音を文字起こしした初稿のため、誤字脱字がある場合があります。 

 

・正式な会議録が作成されるまでの暫定的なもののため、今後修正されることがあり 

ます。 

 

・正式な会議録が掲載された時点で速報版は削除されます。 
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開会時刻 午前11時22分 

 

◎ 開会宣告 

○ 大岩真善和委員長  これより委員会を開会いたします。 

   上着の着用は御自由に願います。 

   なお、伊地知副市長は他の委員会に出席しておりますが、審査の状況により当委員会に出席するとのこと

ですので、御了承願います。 

   審査に入ります前に委員の皆様に確認させていただきます。 

   予算第二特別委員会から審査委嘱された予算議案の審査につきましては、日程の都合上、常任委員会では

質疑のみを行い、意見表明を行わない方法で審査いたします。 

   また、予算第二特別委員会委員長宛てに提出いたします審査委嘱報告書につきましては、主な質問項目を

局別に記載することになっております。この報告書は、委員長において取りまとめをし、提出させていただ

きますので、以上、御了承願います。 

―――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――― 

◎ 市第76号議案の審査、採決 

○ 大岩真善和委員長  それでは、教育委員会関係の審査に入ります。 

   なお、当局からの発言に際しては着座のままで結構です。 

   予算第二特別委員会から審査を委嘱されました市第76号議案関係部分を議題に供します。 

 

市第76号議案   令和８年度横浜市一般会計予算（関係部分） 

 

○ 大岩真善和委員長  議案についての説明は省略し、予算第二特別委員会における質問要旨について当局よ

り簡潔に説明願います。 

○ 下田教育長  それでは、よろしくお願いします。 

   ２月27日に行われた局別審査の質問要旨について説明をいたします。資料の表紙を御覧ください。 

   当日は、記載のとおり８人の委員の皆様から御質問をいただきました。 

   ２ページを御覧ください。 

   まず、公明党、行田朝仁委員からは、１、通学路における子供の安全対策について、２として不登校児童

生徒支援について、３、読書活動の推進について。 

   ３ページにお進みください。 

   ４、学校図書館について、５、中学３年生の英語検定の公費受験について、６、部活動支援について、７、

副校長サポートについて。 

   ４ページにお進みください。 

   ８、ＩＣＴ支援員による教育現場の負担軽減について、９、職員室業務アシスタントについて、10、日本

スポーツ振興センター災害共済給付制度について。 

   以上、10項目、27問の御質問と11件の御要望をいただきました。 

   ５ページを御覧ください。 
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   次に、立憲民主党・無所属の会、かざまあさみ委員からは、１、医療的ケア児の通学支援について、２、

特別支援教育の専門性向上について、３、不登校児童生徒の可能性と選択肢を広げる支援について。 

   ６ページにお進みください。 

   ４、子供のＳＯＳを受け止めるいじめ相談体制の充実について、５、ＡＩドリルの開発と教育機会格差の

是正について、６、水泳授業の現状と安全対策について。 

   ７ページにお進みください。 

   ７、カスハラ対策の強化について、８、ラーケーション制度について。 

   以上、８項目、19問の御質問と６件の御要望をいただきました。 

   ８ページを御覧ください。 

   日本維新の会・無所属の会、伊藤くみこ委員からは、１、図書館サービスの拡充について、２、学校にお

ける生成ＡＩの活用について、３、教育委員会のガバナンス強化について。 

   以上、３項目、８問の御質問をいただきました。 

   ９ページを御覧ください。 

   国民民主党、深作祐衣委員からは、１、図書取次拠点と中高生の居場所について、２、日本語指導が必要

な児童生徒への支援について。 

   以上、２項目、８問の御質問と２件の御要望をいただきました。 

   10ページを御覧ください。 

   日本共産党、白井正子委員からは、１、特別支援学校スクールバスの増便について、２、中学校給食につ

いて、３、高等学校35人学級の実現について。 

   以上、３項目、８問の御質問をいただきました。 

   11ページを御覧ください。 

   自由民主党、福地茂委員からは、１、年末年始における図書館の返却ポストの取扱いについて、２、いた

だきます、ごちそうさまの励行について、３、市立図書館の断熱改修事業について、４、市立学校での隠し

カメラ対策について。 

   12ページを御覧ください。 

   ５、市立学校での命の安全教育について、６、教職員による不祥事の記者会見について、７、学校カスハ

ラについて。 

   以上、７項目、20問の御質問をいただきました。 

   13ページを御覧ください。 

   自由民主党、長谷川琢磨委員からは、１、地域連携と学校管理職育成について、２、教職員の働き方改革

について、３、教職員健康管理事業について、４、理科支援員事業について。 

   14ページにお進みください。 

   ５、学齢期の子供を地域とともに支える仕組みづくりについて、６、不登校児童生徒の健康診断機会の確

保について、７、文化財の保護育成について。 

   15ページにお進みください。 

   ８、今後の図書館施策の方向性について。 

   以上、８項目、25問の質問と２件の御要望をいただきました。 
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   16ページを御覧ください。 

   自由民主党、横山正人委員からは、１、共同親権に関する法律改正に伴う学校対応について、２、中学校

給食について。 

   17ページにお進みください。 

   ３、市立高校の長期留学支援プログラムについて。 

   以上、３項目、17問の御質問と１件の御要望をいただきました。 

   質問要旨の御説明は以上でございます。よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。 

○ 大岩真善和委員長  ありがとうございます。 

   説明が終わりましたので質疑に入ります。 

○ 渡邊忠則委員  どうも御説明ありがとうございました。これまでもこの委員会において、子供たちを取り

巻く環境の変化や学校現場が抱える課題について様々な観点から議論を重ねてまいりました。特に子供たち

の安心・安全な学びの環境づくりや教育の質の向上、現場の負担軽減などは丁寧に意見交換を重ねてきたと

ころでありますけれども、そのような議論の積み重ねを踏まえますと、今回提出された令和８年度の予算案

は、横浜の教育の今後の取組を進める上で極めて重要な意味を持つものと考えております。 

   そこでまず、本年度の教育委員会事務局の予算案に込めた教育長の思いを伺いたいと思います。 

○ 下田教育長  御質問ありがとうございます。 

   まず、教育が非常に大きな転換期を迎えているという認識を強く持っています。非常に先行きが不透明な

社会情勢、世界規模でも不確実性が高まっております。さらに、デジタル技術、ＡＩといったものが急速に

進化をして浸透してきていると。その中で、国際的な課題に対しての解決力、そして多様性を認めて受け入

れる力、主体的に未来をつくっていくという力が本当に必要になってきていると強く感じています。 

   そういう中で、例えば黒板、それから１人の担任、そして紙の教科書といった形の教育から大きく変化し

なければならないと思いますけれども、ここで大きくかじを切っていかないと、他自治体との関係の中で教

育環境に格差が出てくるのじゃないかという強い危機感を私自身は持っています。 

   そういう中で、１人１台端末をベースにしながら教育の質を上げるということ、主体的な取組、主体的な

対話的な学びをつくっていくこと、それから教職員の確保、これは厳しくなっていますので、このことと多

様なニーズを抱える子供たちへの対応、こうした問題に対応するために、５期計画の時期になりましたので、

これの初年度ということで必要な予算をできる限り確保したいという思いで予算案にその思いを込めてまい

りました。様々な声を伺うこと、これを大切にして取り組んだところでございます。 

○ 渡邊忠則委員  今、教育長から横浜の教育を未来につなぐために本予算案に込められた強い思いと具体的

な方向性、特に子供たちの学びを支えて学校現場がその力を十分に発揮できるようにするという姿勢を確認

はできたと思います。こうした教育施策を進めていくためには、教員が安心して教育活動に専念できる環境

をつくり上げることが不可欠だと思っております。 

   特に、最近では教職員への過度な要求や不当な言動、いわゆるカスタマーハラスメントも深刻な問題であ

り、学校運営や教員のメンタルヘルスにも大きな影響を及ぼしているとの声を多くの現場からも伺っており

ます。そのような状況は、子供たちの学習活動や学校生活に影響を及ぼす可能性がありますので、慎重かつ

丁寧に対応していかなければならないと考えております。 

   今回の市会の中で、教育委員会がガイドラインの策定を進めているということを示して、組織として対応
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する方向性を出したことは評価していますけれども、ガイドラインを策定したとしても、カスハラかどうか

の判断は非常に難しく、カスハラだと判断したことで判断した教職員が恨まれるのではないか、そして学校

が線引きをしたと思われて、関係がこじれてしまうのではないかといったような不安の声も上がろうかと思

います。 

   そこでまず、ガイドラインに基づいてカスハラと該当すると判断するのは誰なのか、お伺いしたいと思い

ます。 

○ 森長教職員企画部長  まず、市長部局においては、その判断を行うのはいわゆる所属長、要は課長とされ

ておりますので、それを踏まえるならば基本的には所属長である校長が判断することになろうかと思います。

ただし、実際のケースでは、全てではございませんけれども、学校だけで判断することは容易でないものも

多いと認識してございます。そのため、カスタマーハラスメントが疑われる段階から教育委員会が早期に関

わって、必要に応じて弁護士などの専門家の助言をいただきながら判断する仕組みが必要であると考えてご

ざいます。現在、委員が言っていただいたとおり、ガイドラインのほうを策定中でございますけれども、そ

の中で他都市の事例を参考にしつつ、現場からいただいた様々な御意見等を踏まえながら、段階的に対応を

引き継いでいく流れを明確化することで現場の不安を少しでも軽減して、組織として適切に対応できるよう

な設計としていきたいと考えてございます。 

○ 渡邊忠則委員  私も、カスハラかどうかの判断については、やはり第三者的な立場の専門家が積極的に関

わることが重要であると考えています。先日の局別審査では、方面別学校教育事務所が弁護士や心理士と連

携して支援するとの答弁がありましたけれども、これは学校の判断を補完するものなのか、あるいは学校に

代わって対応することも含むのか、現場では十分な理解がされてないのではないかと思っております。 

   そこで、教育委員会と弁護士等による支援はどこまで踏み込んだ対応を想定しているのか、伺います。 

○ 森長教職員企画部長  学校が対応を行う場合には、まず客観的な助言を得られるようスクールロイヤーに

よる支援を想定しております。そして、その次の段階では、教育委員会事務局や、いわゆる第２ラインと呼

んでいますけれども、第２ラインの弁護士などの専門家の助言を得ながら学校の対応を支援していくことも

考えてございます。 

   加えて、特に深刻なケースのような場合などは、弁護士、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカーなどによる対策チームを学校に直接派遣して管理職とともに、あるいは場合によっては学校に代

わって対応に当たる支援も想定しているところでございます。 

○ 渡邊忠則委員  また、教員の確保という観点からも、この問題は軽視できないと思っております。保護者

等への対応に時間を取られて、身体的、精神的に疲労している教職員の声は我々のところにも届いておりま

す。特に経験の浅い若手の職員の休職や退職につながり、教員を目指す学生にも影響すると考えています。 

   学校カスハラへの対応として策定中のガイドラインについて指摘させてもらいましたが、全国的に教員不

足が課題となる中で、教員というやりがいのある仕事を目指してもらうためにも教職員が安心できる仕組み

づくりが必要だと思います。 

   そこで、教職員の安心感が得られる仕組みづくりやサポート体制について伺います。 

○ 下田教育長  御指摘いただきましたように、多くの議員から学校に対するカスハラ問題について対応を急

ぐべきだという御指摘をいただいています。ガイドラインについて御指摘いただきましたけれども、その一

方で全国的にも教員の確保が本当に難しくなってきています。教育の確保の観点も考えると、教員にとって
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安心できる職場環境、そういうものをつくっていくことが必要であって、今回、複数の教員で対応できる、

相談にも乗れるということの意味でのチーム担任制を導入していくこと、それから教員が相談しやすい相手

に相談ができるような環境と、そういう風土をつくることを含めた研修についても力を入れていこうと思っ

ています。ソフト・ハード様々な面でいろんなやり方を研究しておりますので、総合的な対応を進めていき

たいと考えます。 

○ 渡邊忠則委員  学校カスハラは、単に一つの事案への対応にとどまらず、教職員の心理的負担や学校運営、

さらに教員確保にも影響を与えかねない重要な課題であると考えています。子供たちが安心して学べる環境

を守るためにも、その教育を担う教職員が安心して業務に専念できる環境が必要であります。そのためにも、

教職員や学校が抱え込まず、組織として、また専門家と連携をしながら対応できる仕組みづくりを整えるこ

とが不可欠であると考えております。ぜひ教育委員会には、現場の不安を一つずつ取り除きながら取組を着

実に進めていただくことを要望して、質問を終わります。 

○ 井上さくら委員  幾つか伺います。 

   初めに、横浜市では長年課題になってきました中学校での給食、いよいよ４月から全員喫食ということで、

大変課題がたくさんある中で、ついに始めるということになるわけなので、この辺りのことについてまず最

初に伺いたいと思います。 

   前回の常任委員会で、この全員喫食に合わせて学校の設備のほうの準備を整えるというはずであったとこ

ろ、エレベーター等が間に合っていないところが幾つかあるということが明らかになって、資料も委員会資

料としてお願いをして頂きました。 

   改めて、いろいろな配膳室が遅れるとか、それからエレベーターの設置が遅れるとかあるのだけれども、

特にエレベーターも遅れるし、スロープもないということで、教室の前まで持っていくことができないと見

込まれている学校がどのぐらいあって、それぞれいつスタートができるのかということについて御説明いた

だけないでしょうか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  委員の今御指摘いただきましたエレベーターもスロープもな

い状態で４月をスタートする学校につきましては、工事の遅れに伴うものが８校でございます。それぞれい

つエレベーターが完了するかというところでございますけれども、一番長くかかってしまう予定の学校が令

和８年の11月でございます。そのほか、一番早いところでは４月に完了するということでございます。 

○ 井上さくら委員  頂いた資料だと、令和９年２月まで待たないとできない学校もあるのですけれども。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  すみません、失礼いたしました。一番遅いところで、令和９

年の２月でございます。失礼いたしました。 

○ 井上さくら委員  頂いた資料では、一番長くかかるのが令和９年２月までが、私も鶴見選出なのですが、

その鶴見の市場中学であるとか、旭中学というのも見えていますけれども、例えばどうしても４月だけ間に

合わないからということで生徒たちが、それも大変気の毒だなと思うのだけれども、給食当番方式をやると

しても、特にこの長くかかるところ、来年の２月までかかる、それからさっきおっしゃったように11月まで

かかるとかいうところは、これは生徒たちに給食当番をさせるのですかね。要するに持って上がるのをさせ

るのか、それは給食の時間、そういうことについての対応も必要だし、私はちゃんと、この間も申し上げた

けれども、大人側の都合でこうなっていることだから、やっぱり予算をつけてでも人を増やして、特定の学

校だけが生徒の負担が大きいということが起きないようにすべきじゃないかと思うのですけれども、その点



 

－６－ 

はどうでしょうか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  今、委員のほうで御説明いただきましたとおり、エレベー

ター、スロープもないところにつきましての配膳は、生徒が給食当番を設けてクラス前までコンテナボック

スを運んでいただくという運用を進めているところでございます。それに向けまして、現在、実際にやって

みるというようなことで試行にも取り組んでおりまして、その中で時間が何分ぐらいかかるかというところ

を計測させていただいているところです。 

   今、委員のほうから御提案をいただきました配膳員のほうが、全クラス、全生徒分の給食を上階まで運ぶ

ことができないかということにつきましては、現時点では調理清掃事業者との協議が調ってない、協議に課

題が多い状況もございます。ただし、生徒が安全に給食を運搬するための見守り、それからサポート、こう

いったところにつきましては増員も考えておりまして、そこについては現在調整を進めているところでござ

います。 

○ 井上さくら委員  これは、この間も申し上げたように、子供たちの側からは、そもそもこのデリバリー方

式で全員喫食することに対して大変困るとか嫌だという声がたくさんあるのに、大人たちがそれを言わば無

理やりやるわけですから、その上、迷惑をかけるということがあってはならないと思うので、事業者との調

整とおっしゃるけれども、これは横浜市教育委員会としてやるべきことだと思うので、ちゃんとやっていた

だきたいと思います。 

   そして、全員喫食を行うに当たって、今のはハード面での体制の問題なのですけれども、繰り返し申し上

げてきましたけれども、安全管理の面が果たしてできているのかと。結局、先日新聞報道もありましたけれ

ども、産経新聞がしっかり資料請求なんか情報公開等をして異物混入の問題を報道しています。これにより

ますと、その新聞報道などでは昨年の12月末までの中学校給食での異物混入の件数が出ていましたが、最新

の今年度の異物混入の状況がどのようであるか、御説明ください。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  現在整理をさせていただいている数字につきましては、12月

末までの時点になります。約610万食を提供させていただきまして、毛髪やビニール片につきましては269件、

微小なアルミ片のような金属片のようなものが６件という形でございます。 

○ 井上さくら委員  ４月から12月末までで269件と、それから危険性のある、健康に重大な障害を及ぼす可

能性のあるものが６件ということですね。 

   今おっしゃったけれども、食数の提供が４月からほぼ倍ぐらいになるわけですね。この率で出ると、どれ

だけになってしまうということですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  その推計は今のところはしていないものでございます。ただ

し、提供数が増えるからといって、その率で異物購入の数が増えているということではございません。異物

の発生率自体は昨年と比較して減少傾向にございます。 

○ 井上さくら委員  例えば、その発生率が提供事業者によって違うのかどうかですね。４月からは南部とい

いますかＡブロックということになるので、金沢に新しい工場ができるから全く新しい工場から提供される

エリアもあるけれども、従来の工場のまんまのところもあるわけです。これらをちゃんと分析する必要もあ

ると思うのですね。それは既存の工場での何が問題なのかということの原因をきちんと明らかにして対策を

するという意味でも、事業者によって状況がどう違うのかというようなことは分析されているのでしょうか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  いろんな側面からの分析を進めているところでございます。
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製造食数に違いがあることから、件数だけでその事業者ごとの差、違いというものを即座に分析することは

難しいのですが、月ごとに変動もございますが、特定の事業者に極端に異物の発生率が高いということは今

のところございません。一件一件の原因分析を今進めておりまして、事業者の傾向をつかみながら対策を進

めているところでございます。事業者ごとにウイークポイントもありますので、それを我々のほうで整理し

て分析しながら、そのウイークポイントが改善できるように指導を徹底しているところでございます。 

○ 井上さくら委員  さっき申し上げた新聞報道では、４月からは新たな監査体制と、それからペナルティー

ということも書かれていますけれども、この部分についてどのような計画であるのか、伺います。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  ありがとうございます。今でも実施しているのですけれども、

日々の異物購入対応、それから衛生管理基準に基づいてきちっと業務が遂行できているかという日々の衛生

管理の確認につきましては、引き続き横浜市の責任において実施をしてまいります。これは横浜市の責任で

実施するのですけれども、衛生管理補助事業者という事業者に委託をして一緒に連携をしながら進めてまい

ります。 

   それに加えまして、業務を動かしながら点検を改善し、よりよくするために、継続的にチェックをしてい

く仕組みということでモニタリングを行ってまいります。このモニタリングの中には、事業者によるセルフ

モニタリングと本市によるモニタリング、それから第三者によるモニタリング、財務状況を確認するモニタ

リング、この４つで構成をしてまいります。事業者によるモニタリングと本市によるモニタリングが日々の

衛生管理に関係する部分が多くなってきます。ここについては、これまでやっております衛生管理補助事業

者と連携した衛生管理、これの取組を仕組み化したものでございます。これは日々継続的に行っていくもの

でございます。 

   さらに加えまして、これは令和８年度からの新規の取組ということになりますが、そういった我々の行っ

ている日々の衛生管理業務が正しく行われているのかを、第三者が点検評価する仕組みということで監査を

年１回程度、各事業者に行ってまいります。 

○ 井上さくら委員  ですから、今いろいろおっしゃったのだけれども、新しくやることとしては、この年に

１回の外部による監査と。結局、外部、民間の企業とかに委託をして各会社に対する、その会社が監査をす

るということが追加されると。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  それに加えて、モニタリングの仕組みも令和８年度から新し

く入れてまいります。これは、業務の履行状況に応じてペナルティーを設けていく仕組みとなっております。

同じ事象による不履行が多く続く場合には、委託料を減額していく減額ポイントですとか、それから調理の

責任者を交代させるといった改善事項を要請することもできるという内容になっております。 

○ 井上さくら委員  そのモニタリングの仕組みと、それからペナルティーの基準みたいなものを私も拝見し

ました。しかし、このペナルティー、これは実際にスタートするのは来月４月からなのだけれども、今まで

これだけ、先ほど伺ったように、いろいろ改善を重ねたと言っている現年度でも、４月から12月までで275

件異物混入があるわけですね。この今の状況に照らして、既に事業者との契約で交わされているこのペナル

ティーの仕組み、このペナルティーの仕組みで現状を評価したらペナルティーされるのですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  現在のこの異物購入につきましては、ペナルティーで減額さ

れるものではありません。 

○ 井上さくら委員  それはだから、今、仕組みがないから減額されないという話なのか、要するに過程の問
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題として、どういう場合にペナルティーをつけますよと、減額ポイント１とか２とか、そういうのを見まし

た。だから、それの基準に現状を当てはめたときに、じゃあペナルティーはつく状態なのですかということ

です。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  失礼いたしました。先ほど委員のほうで御指摘いただいた喫

食して健康への被害が大きいと思われる異物、今年度につきましては本当に微小なアルミ片というようなも

のが６件ほどあったのですけれども、こういったような異物が減額ポイント１となっておりまして、これが

10ポイント以上で減額に結びつくというような制度でございますので、現時点の異物混入の状況で減額され

るような形にはなっておりません。 

○ 井上さくら委員  だから、新しくペナルティーの仕組みを入れますと言っても、あまりにもそのペナル

ティーの仕組みが緩いから、今みたいな状態であっても10ポイントに満たないからね。各事業者で合計10ポ

イントにならないと、それも減額といっても割合からすると非常に僅かなのだけれども、そもそも令８から

行う今回のペナルティーの仕組みがあまりにも緩過ぎる。だから、現状の起きていることに対してはペナル

ティーゼロだから。そうすると、逆に言うと現状のまんまでいいですねということになりませんか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  ペナルティーにつきましては、先ほども御説明させていただ

きましたが、委託料の減額のほかに改善指導をしても改善できない場合は、調理責任者の交代ですとか業務

の改善も要請できることになっております。そういったようなことで、重大な事象を防ぐという意味では意

味のある制度だと考えております。減額が多いと、またそれは事業を安全・安心に行っていくという観点で

課題もありますので、その辺りのバランスを見ながら指導を徹底してまいります。 

○ 井上さくら委員  改善指導しても改善されなかった例というのは今まであるのですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  今現在までは一件一件指導しております。同じ指摘が繰り返

されているのではないかというような御心配をいただくこともあるのですけれども、人の問題であったりと

か、あとは作業場所、工程、こういったものが異なっているケースもございます。先ほども申しましたが、

事業者によってウイークポイントがそれぞれございますので、その場で指示をして、一度指摘をして改善し

ていただくのですけれども、それだけではなくて、研修ですとか、手順の見直しですとか、そういったもの

を組織全体で対応していただけるようにしてまいりました。 

   その結果、全体の件数に着目すると、先ほど申し上げました全部で今のところ275件というような状況に

なっているのですけれども、毛髪もなくさなければならないのですが、毛髪につきましてはなかなか混入経

路を明確に特定することが難しいケースもございまして、そこは苦慮しているのが現状でございます。ただ、

それ以外のプラスチックの包装の購入ですとか、そういったものについては社内で作業手順書を徹底できる

仕組みを一緒に考えて、継続的な改善が行えるように指導をしています。その結果、提供食数が昨年の12月

に比べ、96万食増加はしているにもかかわらず、毛髪以外の部分につきましては34件減少しております。一

歩一歩ではございますけれども、着実に成果が現れているものではないかと考えておりまして、引き続きこ

の方法を強化しながら、できるだけゼロに近づけていくという努力を今後も続けてまいりたいと考えており

ます。 

○ 井上さくら委員  すみません、今お聞きしたのは、ですから決意表明を伺ったわけじゃなくて、ペナル

ティーが、先ほどの危険なものが入っていた場合のペナルティーのほかに、改善指導しても改善されない場

合はペナルティーだとおっしゃったから、今の状態に当てはめてそういうことはあったのですかと聞いたの
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です。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  なかなか設備に伴うようなものは、その場ですぐに改善が難

しいというものも正直ございました。ただ、そういったものではなくてソフトで対応できる部分については

指導をして、その場で一度改善はしていただいています。ただ、先ほどの繰り返しになるのですけれども、

そこの場ではない場面でまた同じことが発生するというようなことは確かに起こっておりますので、繰り返

し繰り返し指導を徹底しているところです。 

○ 井上さくら委員  だから、その場でいろんな本当に似たような指摘をいっぱいされているわけですよ。マ

スクのつけ方、エプロンのつけ方、エアコンにほこりがついている、ごみが落ちている、それが何度もずっ

と繰り返される。それが同じ場所じゃなかったら、それは改善したということに、今、横浜市の扱いではし

ているのですね。だから、ペナルティーといっても、結局今言った改善指導しても改善指導しないとはなら

ないと。私は、このペナルティーの仕組み自体、さっきあまり減額すると今度は品質に問題があるとおっ

しゃったけれども、仕組み自体に無理があるなということを思います。 

   先ほどの新聞報道で、もう一つ注目すべきことも書かれていたのは、現在、横浜の中学校給食では、実は、

中学校というか言い方は違うにしても同じ中学生の年代が通っている義務教育学校では、実質、自校方式が

行われているという実態がありますね。このことと、それからそこでの異物混入というのが実はないのだと。

このことについて御説明ください。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  今現在、義務教育学校は、２校で自校方式で実施をしており

ます。今のところ異物混入の発生はゼロ件となっております。 

   中学校給食におきましても、異物の発生率自体は0.0045％というような状況でございまして、全校で均等

に異物が発生している状況ではありません。実際に４分の１程度の学校は一件も異物購入が発生していない

という状況がございます。ただし、生徒の皆さんにとっては大事な１食ですので、先ほどからも申し上げて

いるとおり、一件でも発生しないように衛生管理基準に基づいた取扱いを徹底できるように、しっかりと取

り組んでいきたいと考えております。 

○ 井上さくら委員  今、現状で義務教育学校の２校に関しては、つまり小中学校一体の状態だから、小学校

の給食室ですか、そこで調理したものを中学生たちも食べていると。だから、２校は実際、自校講方式で

やっているということですよね。義務教育学校の後期課程と言うけれども、中学生だから。市長は、全部の

学校が、全校が一斉に同じものを食べるのが食育にいいのだとかおっしゃったけれども、実際はこういう例

外状態があるわけじゃないですか。 

   今の答弁だと、だから異物混入がないわけじゃないというようなお話だったけれども、私、義務教育学校

の栄養摂取状態と、それからデリバリー弁当での栄養摂取状態というものの報告書ももらいましたけれども、

これは明らかに違いがありますね。これはどういう違いが生じているか、説明してもらえますか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  まず、違いでございますけれども、学校栄養摂取基準の提供

栄養量、最初に献立を作って、どのぐらいの栄養量、エネルギーですとかそういったものを提供するのかと

いう献立ベースでの提供栄養量が異なっております。また、残食も含めた摂取量、こちらについても違いが

見られております。 

○ 井上さくら委員  どういう違いが見られているのですか。自校方式でやっている中学校とデリバリー弁当

での違い。 



 

－１０－ 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  まず、献立を作った段階での提供エネルギー量につきまして

は、中学校給食では799キロカロリー、義務教育学校は780キロカロリーで作っております。 

   摂取量でございますが、中学校給食は661キロカロリーのところを義務教育学校は729キロカロリーとなっ

ております。いずれも令和６年度の統計でございます。 

○ 井上さくら委員  つまり、デリバリー弁当のほうが、一応、提供栄養量は多めになっているけれども、結

果、推定摂取量はエネルギーで低いのですね。つまり、残食が多いからです。一方で、同じ横浜市でですけ

れども、自校方式でやっているところは、提供栄養量はデリバリー弁当より少し下がるけれども、結果、残

食が少ないから推定摂取量は多いとなっているのですね。これは明らかに、さっき異物混入は何か方式の違

いによるのじゃないような言い方をしていたけれども、子供たちの残食の状態は明らかな違いがありません

か。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  確かに今の時点での推計ですと、中学校給食のほうが残食の

率については多くなっております。こちらにつきましては、義務教育学校につきましては全て食缶で現在提

供されているということもございまして、盛りつけの段階から個人に合わせて量の調整ができているという

ところがございます。中学校給食は、どうしても量の調整が難しいという点がございまして、残食が生じや

すくなっております。中学校給食につきましても、令和８年度からは一部、保温性の食缶を用いてカレーで

すとかマーボー豆腐は量の調整が可能となります。 

   また、生徒が食べづらいと感じている傾向にある野菜や豆といった副菜につきましては、１品を減らしま

して具だくさんの汁物にしていくということで、より食べやすい献立に改善をしてまいります。さらに、生

徒に意見を聞きまして、生徒一人一人が食べやすいと感じていただけるような献立改善への不断の努力を重

ねてまいります。 

○ 井上さくら委員  残食率が、副菜がデリバリー弁当の場合だと、野菜が30％とか残しているのですね。で

も、自校方式でやっている今の２校は野菜類で６％、芋類がデリバリーだと34％だけれども、自校方式だと

４％。それと、副菜は改善するとおっしゃっているけれども、主菜についても、卵類とかはデリバリーだと

27％残しているけれども、自校方式だと４％、これはどうしてこんな違いが出るのか。 

   教育長に伺いたいのだけれども、前、残食の話をしたときに、今の個々人に応じた食事の提供ができると

いう話もあったけれども、そういった全部合わせてトータルで残食の状況が出ているわけですからね。それ

と、思春期でいろいろ食べ物の好き嫌いがあるからとか、そういう話も聞いたことがあったような気がする

のだけれども、提供の方式、少なくとも食缶で持ってきて温かいおかずであるという方式の違いが、子供た

ちの残食、ひいては栄養摂取の状態に違いが生じているのじゃないかと思うのだけれども、この点、どうで

しょうか。 

○ 下田教育長  まず、盛りつけをそれぞれがして調整ができるという意味、特に小学校なんかは食缶で、た

くさん食べる子は多く積むことができますから、その現象が起こりやすいということは御指摘のとおりだと

思います。今度、中学校でも残食が比較的多くて残してしまう副菜のところを入れて食缶にするという、そ

ういう工夫をしていきます。 

   私もこの間、できるだけ子供に直接声をかけて、訪問した際に子供に聞きましたけれども、こういう２つ

の考えがあって、小学校のときは、たくさん食べる子が食べてくれちゃったので、自分がこれだけ栄養を取

るということを気にすることができなかった。だけれども、ちょっと嫌いだけれども、これを食べたら栄養
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がつくのだなということを理解することになってきていて、子供たちの中でちゃんと言っていたのは、給食

というのは好きなものだけを食べるということではなくて、こういうものを食べれば栄養が入るということ

を理解するという意味でも、そう受け止めていますという子供たちの声も聞かれました。 

   委員が言われている残食というのは、誰かが多く食べて、結果残食が少ないということだけをもって言う

べきでは私はないと思います。ただし、残食をなくすということについて我々も真剣に受け止めて、これに

ついて、今、職員、スタッフも、そして関係者も全力で取組を進めていますので、そのことについては御指

摘のとおりだと思っています。 

○ 井上さくら委員  これは率直に、今、自校方式でやっている子たちには食育がちゃんとできないのかみた

いな、それは違うと思いますよ。デリバリーのよさを強調されたいのかもしれないけれども、ここの違い、

明らかに推定摂取量が違って自校方式のほうが高くなっているのだから、この事実はちゃんと受け止めるべ

きだと思います。 

   今、義務教育学校というのは、横浜市は西金沢と緑園と霧が丘と３校あるのですね。そのうち２校だけが

自校方式でやっている。令８からはどうなるのですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  令和８年度からは、霧が丘義務教育学校につきましても、こ

れまでは校舎が前期課程と後期課程と離れていたのですけれども、それが解消されるということと、あとは

後期課程まで含めた食数が給食室で調理可能というようなことになりましたので、令和８年度からは霧が丘

義務教育学校も前期課程の給食室を活用して後期課程の生徒さんの給食も提供してまいります。 

○ 井上さくら委員  いいと思いますよ。だから、今２校でやっている自校方式が来月４月からは３校でやる

ことになるのですね。いいじゃないですか。だから、できるところはそうやって、私はもちろんデリバリー

方式じゃないほうがそもそもよかったと思うけれども、今こうやって走り出している中ででも、できるとこ

ろからこういう形で、物理的に小学校の給食室で中学校給食をやれるところもあるし、それから少しの改修

でやれるところもある。これは、つまりやろうと思えばやれるということじゃないですか、教育長。 

○ 下田教育長  その前に、さっき申し上げたのは、小学校にも中学校にもそれぞれのメリ・デメはあります

よということで、どちらかを挙げているつもりはありません。 

   その上でお答えしますけれども、義務教育学校というのは、一人の校長先生の下で一つの組織で９年間運

営されているので、そのことについては、まず義務教育学校についてそういう形を取っているということで

す。まず、それでスタートをしていくということですけれども、これから給食を提供していく中で、様々な

意見、反応、評価が出てくると思います。これらはしっかり受け止めながら、今後そういった意見も反映し

ながら給食の未来を考えていきたいと。 

○ 大岩真善和委員長  井上委員、御指摘いただいた点は大変重要な点であり、いろいろな数字も拾っている

のだと思うのですけれども、教育委員会でもそれを踏まえて、残食率とかも踏まえてどうしていくのかとい

うのは、改革、改善をしていくのだと思います。ですから、この点についてはそろそろまとめていただいて、

ほかがあるのであれば、またよろしくお願いします。 

○ 井上さくら委員  義務教育学校は一人の校長だからとかおっしゃるけれども、それは給食を実施するに当

たって大きな要素ではないですよ。だから、物理的には実は小学校の給食室を使ったり、それから親子方式

で少し離れていても食缶を、今、少しずつ副菜を食缶に変えることに今回からなるわけだけれども、メイン

のおかずのほうも食缶にして温かく提供するということは、可能性はできるじゃないか、物理的にはですね。
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ただ、それをこの広い横浜市で一斉に全校でやろうと、一つの方式でとやるのは無理だけれども、現実、今

３校は自己方式でやっているわけだから、こういうことを考えると、全校一斉に同じ方式はもう既にない、

既にそうではない状態だということならば、これは今後……教育長にもう一回聞きますけれども、これで給

食の件はおしまい。今後、全校一斉同じ方式じゃなくて、少しでもよい方法がこの地域ではできる、この学

校では可能となれば、それは検討していくべきじゃないのですか。 

○ 下田教育長  まず、これでスタートします。それで技術を含めて様々なものが進化していますので、あら

ゆるものについて子供たちのためになる給食にするように、これは総合的に考えていきますので、今御指摘

の部分だけではなくて、給食を子供たちのためによりよく提供するということでやってまいります。 

○ 井上さくら委員  それは、ぜひ方式の変更、途中からの変更も十分可能だと思うので努めていただきたい

と思います。 

   そして、別の項目で。ほかの局の質疑でもありましたけれども、子ども・若者の自殺対策ということで、

今、国もここの非常に事態が深刻だと。全国的な傾向ということもありますけれども、若いい方たちの自死、

自殺というのが増えてしまっているということで、昨年、自殺対策基本法が一部改正になりました。一部改

正されたことによって学校の責務というのが追加されました。この自殺対策において、教育委員会が果たす

役割は非常に大きいと思うのです。この点で、令８年度からはどのように考えているのか、伺います。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  今回の法改正で学校の責務として、子供の自殺の防止等に取り組むよ

う努めることが明記されています。ＳＯＳの出し方教育や１人１台端末を活用した心の健康観察、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置など、未然防止や早期発見の取組については既に本市で

も実施しております。 

   さらに、危機介入として、自殺危機の高い児童生徒については、令和８年度に新たに設置される子ども・

若者自殺対策強化チームにつないでいって、支援を推進してまいりたいと思っております。 

○ 井上さくら委員  今までと違う仕組みとしては、この子ども・若者自殺対策強化チームというのを横浜市

として初めて設けるというところが今までと違うと。この自殺対策強化チームがちゃんと役割を果たせるよ

うにできるかどうかというのがとても大事だと思うのですけれども、法改正では学校の責務が追加されたこ

とと併せて、こういう学校とか、それから児童相談所とか医療機関など、違う部局が一緒になって自殺発生

回避をするための体制を整備できる協議会をつくれるということに法律でなりました。横浜市が新たに行う

この対策強化チームは、この法律で規定された協議会に当たるのかどうか、伺います。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  委員がおっしゃっているとおり、その協議会を設置する予定です。 

○ 井上さくら委員  ４月からスタートする自殺対策強化チームは、この協議会に当たるものということでい

いのですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  失礼いたしました。このチームと協議会とは別物です。 

○ 井上さくら委員  横浜市が令８から行おうとしている自殺対策強化チームと、国が法改正で設置できるこ

ととした協議会は別物だと。これは別にする理由と、それから、では国が法定で定めている協議会を設置は

するのかどうか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  実は協議会については国がまだガイドラインを正式に示しておりませ

んので、これから、今、３局、教育委員会と、こども青少年局、それから健康福祉局で現在話し合っている

中で、設置する方向に向かっているところではございます。 
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○ 井上さくら委員  国のガイドラインがまだだからということだから、それはガイドラインを早く出してい

ただかなきゃいけないのだけれども、この国の協議会と、それから、今、それではない強化チームという、

これは基本的に一番違うのは何だという考えですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  チームのほうは、具体的な児童生徒の個人名を基に支援の体制を構築

して、支援をどのように行っていくかということをしっかり話し合う、それが一番の違いだと考えています。 

○ 井上さくら委員  本当にそれでいいのですか。分かっていますか、住田部長。チームは個人情報を共有で

きるのですか。今度、横浜市が４月からやる自殺対策強化チームは、個人名を基にして対策するとおっ

しゃったけれども、個人情報を共有できるのですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  失礼いたしました。直接的な個人名は、誰々さんという名前では扱え

ませんけれども、具体の事例としては扱うということになっております。 

○ 井上さくら委員  横浜市として国がなぜこの自殺対策を強化しているか、そして法律に根拠のある協議会

というのもつくろうとしているかということをちゃんと理解してやってもらいたい。つまり、横浜市のつく

るチームは個人情報の共有はできない、国が法定で行う協議会は、そこができるということじゃないのです

か。違うのですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  確かに委員のおっしゃっているとおり、協議会においてはできる規定

にはなると思っておりますけれども、それも先ほどお答えしたとおり、今後示されるものに従って我々もつ

くっていくというふうに考えています。 

○ 井上さくら委員  つまり、今、児童虐待などで要対協というのがあって、それは通常だったらば本人の了

承がないと個人情報の共有はできないけれども、しかし子供の命が危険にさらされているかもしれないから

ということで、要対協では個人情報共有した上で緊急対応したりできるようにしているわけですよね。それ

に近い形を国は、この自殺対策においても協議会という形でつくろうとしているのじゃないのですかね。 

   それは、ごめんなさい、じゃあ教育長。これは、今、住田部長は、横浜市においてもそれを設置する方向

だというようなお答えだったのだけれども、それでいいですか。 

○ 下田教育長  私の認識としては、国のほうがもちろん自殺対策について重要だということで今回改正等を

行ってきているということですけれども、細かい部分はやっぱり示していただかないと設計ができません。

私も区長をやっていましたけれども、区の現場の中に様々な情報があることは事実で、そこが学校と重なる

ことは、このチームをもってしても実践的に機能するということだと思います。チームをまず先に設計する

ことは可能ですけれども、それを含めた全体の設計についてはもう少し情報を得て、どのような形が本当に

子供にとって望ましいかを考えて設計するべきだと思っておりますので、しっかりと連携を図って国の動き

も踏まえながら対応してまいりたいと思います。 

○ 井上さくら委員  現状では、確かに国が詳細なところを示してないから、まずは自殺対策強化チームとい

う形でスタートするということでよいと思います。しかし、法律は４月１日施行なのだから、国もきちんと

示すだろうし、他都市などでも取組が始まると思います。ですので、そこは、まず横浜市は法律に根拠のな

いチームだけれども、途中からでもぜひしっかり個人情報も含めて共有して、即座にできるだけ対応が具体

的にできるようなチームにしてもらいたいと思うのです。 

   それと、今の自殺対策強化チームは、情報というか、この子にリスクが生じているよと、自殺から守る対

応をしなくちゃならないよということを発信するのが、最初のスタートが学校になっているのですね。学校
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がまずそのことをしっかりと発信をしないと、ほかの部局、そもそもチームにつながらないという仕組みに

なっています。こうすると、ちゃんと学校側がそういうアンテナを張って拾い上げて共有するということが

必要なのだけれども、それはちゃんとできるようになっていますか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  委員の御指摘は非常に重要な御指摘だと思っておりまして、まずは学

校においてそういった危機に陥っている、高い児童生徒の把握が大切だと思います。基本的には学校内でそ

ういった把握ができた場合には、チームを立ち上げてＳＳＷにしっかり相談をしてつないでいき、そこから

教育委員会が把握をして、この危機対応チームにつないでいくというふうに考えておりますけれども、まず

はその第一歩の学校がしっかり把握するということは非常に大切なことだと思っています。 

○ 井上さくら委員  事前に伺ったところ、しかしこういうチームができたこと、それから国で法改正があっ

たことが学校にちゃんと文書で周知されていません。そういう取組が国でも、それから横浜市でも始まって

いるのだということを、どうしてちゃんと文書で周知しないのですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  しないということではなくて、様々な機会を捉えてスクールソーシャ

ルワーカーや専任会等で、しっかり制度について周知をしてまいりたいと思っています。 

○ 井上さくら委員  横浜市でも、横浜市立学校の児童生徒が自ら命を絶っている例が、実際、毎年起きてい

ます。それを防ぐことができなかったのかということは、重大事態であったり、あるいは自殺の詳細調査と

いうことで調査中の案件もありますけれども、Ｖ中学校以外で調査が出ているものはあるのですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  調査をしているものという意味ではございます。 

○ 井上さくら委員  まだ結果は出ていないということ。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  まだ出ておりません。 

○ 井上さくら委員  直接私もお話を伺っているケースもあります。現に、例えば自殺未遂を犯していたのに、

そのことが全然ケアされず、結果自ら命を絶ってしまったという方もいらっしゃるのですね。それは、こう

いう強化チームが立つことによって、そういうケースを防ぐ、少なくともそういうリスクがあるということ

で何とかみんなで守ろうというふうな体制に本当につなげられるのかと。そこは先生の意識とか学校側の意

識とかが変わらないと、形をつくってもなかなかつながらないのですよ。それは各ケース、実際に命を落と

してしまった方のケースだとかを、調査委員会からの調査はそうだけれども、その途中で分かることをしっ

かり検証に加えて、そして学校側はここを反省しなきゃいけないとかやらないと実のあるものにならないの

じゃないかと思うのだけれども、そこはどうですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  まさにそれも、委員がおっしゃっていることは本当にそのとおりだと

思っております。起きてはならないことですけれども、残念ながら自殺が起きてしまった場合に、児童生徒

の自殺が起きたときの背景調査の指針に基づいて調査を行い、学校や教育委員会の対応をしっかりと振り

返って再発防止に努めると、そういった一連の対応の中でこれからも子供の自殺対策に取り組んでいきたい

と思っておりますので、再発防止、もしくは原因の部分、学校に要因があるものがあれば、そこに対しては

しっかりと振り返りながら起こさないということを前提にしっかり取り組んでいきたいと考えております。 

○ 井上さくら委員  少なくとも私が承知している案件では、調査中だということをもって結局学校側は全然

その振り返りをしてないのですよ。学校側の振り返りとか、それからここはちゃんとケアすべきだった、自

分たちの側が見落としていたというようなことを、調査は何年もかかったりするわけだから、その途中でも

反省点はちゃんと踏まえないと、一刻を争っているケースというのが今もあるかもしれないわけですね。 
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   さっきも、この自殺対策を強化するということについて機会を捉えてとおっしゃるけれども、学校に対し

て文書での周知も行っていないし、取組がとても私は今まだ腰が引けていると思います。教育長、毎年起き

てしまっているわけですよ。だから、起こさせないということが必要だから、そのために全力を挙げるとい

うことをぜひ学校側とか、校長先生だけじゃなくて先生たちにも知らせてもらいたいと思うのですけれども、

どうですか。 

○ 下田教育長  まず、総力を挙げて自殺通防止をしていくということは必要だと思いますので、どのような

形にするか我々で判断しますけれども、学校現場が本気になって考えていけるようにしていきたいと思いま

す。その上で、法律の趣旨そのものは、学校だけとかいうことじゃなくて、背景が様々ある自殺についてみ

んなが協力して対応しなければいけないということですので、学校現場がこれまで以上にしっかりと役割を

果たせるように、その趣旨を踏まえた共有を図ってまいります。 

○ 井上さくら委員  別の項目で伺います。あと２つ。 

○ 大岩真善和委員長  あと２つですか。 

○ 井上さくら委員  一つは、これも前回委員会で、教育振興基本計画の中で話になりました特別支援学校の

スクールバスの時間の問題ですね。少し状況を教えてもらいたいということでお聞きしました。 

   現状、非常に長くなっている学校もあります。特別支援学校の運行最長時間がどのようになっているかと

いうことを御説明いただけないでしょうか。 

○ 西野インクルーシブ教育担当部長  現在、一番長い時間というふうに統計を取りましたところ、103分の

コースが１つあるということでございます。 

○ 井上さくら委員  これは片道103分ですよね。だから、往復すると206分で、障害のあるお子さんが３時間

半ぐらいバスで通わないと学校へ通えない状況ということですよ。これは絶対というか必ず改善すべきだと

思うのだけれども、どうでしょうか。 

○ 西野インクルーシブ教育担当部長  長いというふうに当然のことながら認識しているところでございます

が、この103分の方は事情がございまして、直ちに改善を図ることは難しいかなと思っておりますけれども、

いろんな工夫しながら少しでも短くなるようには改善していきたいと思っております。 

○ 井上さくら委員  個別の理由みたいな言い方だけれども、ほかにも103分の学校以外に最長で90分かかっ

ているという学校が２つありますよ。北綱島も85分だし、上菅田が90分、中村特別支援学校は最長で90分。

これは、何だか103分の方は特別な事情みたいなお話だけれども、みんな特別な事情なのですか。 

○ 西野インクルーシブ教育担当部長  個々にバスのコースごとに事情というのは少しあるかなとは思ってお

りますけれども、例えばどうしても児童生徒の通学の利便性を考えましたところ、バスの止まるバスポイン

ト、こういったところの設定箇所を増やしていくということで、当然止まる場所が多ければ、乗降の時間が

長くなるということになりますので、全体の時間が長くなるというような側面があったりですとか、あとは

保護者の御希望ですとか御意向にできるだけ沿いたいというところもありまして、運行経路、それから乗車

の時間、こういったものの調整を図っている場合もございますので、少し時間が長くかかっている側面があ

るかなと考えているところでございます。 

○ 井上さくら委員  教育長、それぞれもちろんいろいろ理由はありますけれども、しかしこれをできるだけ

もっと短くするということにはバスを増やさなきゃいけないのか、恐らくバスを増やすしかないのじゃない

かと思います。バスを増やすこと、それと特別支援学校の位置ですね。現状で本当にこれで足りているのか
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ということもありますけれども、現状はやっぱり問題あると思いませんか、教育長。 

○ 下田教育長  これも本会議等で答弁してまいりましたけれども、もちろん増便等も含めて子供たちに寄り

添って対応を考えていくということがまず基本だと思います。その上で、今、多分答えにくかったと思いま

すけれども、個別の案件につながる表現はちょっと避けていますので、議場の中で、個別のところではもう

ちょっとしゃべれると思いますけれども、しゃべりにくい部分があったと思います。ただ、保護者とか子供

のほうに寄り添った場合、結果的に長くなってしまうケースもあります。今お答えする範囲はそこまでとさ

せていただきますけれども、御指摘をいただいている趣旨は私も同じだと思っていますので、誠意を持って

対応していきたいと思います。 

○ 井上さくら委員  別に１件だけの話ではないので、各学校で長時間にわたる状態があります。これはぜひ

改善をしてもらいたい。そのために、これは特別支援学校の位置とか、それからずっと言われていることで

すけれども、子供たちが増える中で教室の狭隘化の問題とかもあります。本来は特別支援学校自体がもっと

必要なのではないかということも含めて検討を進めてもらいたいと思います。 

   もう一件。令和８年度は、今、横浜市で一生懸命盛り上げている国際園芸博覧会の前年の年です。教育委

員会の事業になってないのだけれども、GREEN×EXPOの事業のほうで学校の生徒たちをGREEN×EXPOに連れ

ていくという事業が組み込まれています。 

   これは学校単位で行くということになっているのですよ。でも、事業は教育委員会じゃなくてGREEN×

EXPO局の予算になっている。でも、実際は学校単位で、全校の子供たちが、小中学校、それから市立、特別

支援校も、それから市立高校も、横浜市市立の児童生徒25万人ですか、全員が花博へ行くというプログラム

になっているのね。教育長、これは学校現場はちゃんと対応、どういうふうになっているのですか。 

○ 山本学校教育部担当部長  委員がおっしゃられたGREEN×EXPO局の来年度の予算というのは、主に令和９

年度以降に学校が手挙げで、GREEN×EXPOに行くに当たって、事前の希望とか、あとどういう交通手段がと

いうことを聞くための予算を計上しているかと思います。 

   この常任委員会の場でもお話しさせていただいたことがありますけれども、横浜ではここ10年ぐらい、Ｅ

ＳＤといってＳＤＧｓに絡めた教育というのは各学校の現場で10年続けています。また、企業とかと連携し

て自分のキャリアを考える自分づくり教育というのも同じく10年、各学校でいろんな手法で取り組んでいま

す。そうした中で、１年ちょっと半ぐらいにGREEN×EXPOが来るということなので、この機会をどういうふ

うに学校の教育に生かしていこうかということを、今、教育委員会は考えています。その結果として、実際

開催されたときにGREEN×EXPOに行くということも当然あると、そういうことを考えています。あくまで手

挙げということです。 

○ 井上さくら委員  GREEN×EXPO局の話を聞くと、枠組みなのだけれども、全部の学校が全員行くだけの予

算をつけているのですよ。全員行くというプログラムだということになっているのだけれども、教育委員会

としては別にそれは全員が必ず行くというものじゃないのだよと。 

○ 山本学校教育部担当部長  今お話ししたように、ここ10年、ＥＳＤという取組を進めてきています。その

中で、横浜でＳＤＧｓとか環境とかということも考えたプログラムが１年半後に開かれる。この機会を逃す

手はないなとは考えていますので、当然この後、学校の手挙げにはなりますけれども、できるだけ多くの学

年とか学校がこの機会を生かす、あるいはそれを生かして当日に行くということについては、そうなるとい

いとは思っています。 
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○ 井上さくら委員  あくまでも、これは学校の自由意思だと。というのは、例えば３月スタートなのだけれ

ども、今どきはゴールデンウイークからすごく暑いわけですね。熱中症の心配が生じます。大阪万博も、私

も行ったけれども、すごく大変だったのだけれども、でも大阪万博よりもより屋外のものが多いですから、

だから園芸博覧会のほうが熱中症の心配というのはより大変だと思います。それから、交通手段も、近くに

駅がありませんから、これはどういうふうに確保するのかとか、渋滞が生じたりとか、いろいろ大変だと思

うのですよ。そうすると学校現場は、今まで校外学習で何度か行ったことがあるようなところであれば、先

生たちも経験がありますから、どこでお手洗い休憩しようかとか、どこでお弁当を食べようかとかあるけれ

ども、初めてのプログラムをやるというのは学校現場にとっても相当負担があると思うのですよ。そういう

ことを配慮はされるのか。 

   またそれで、うちは今までどおりの、カリキュラムの中でいったら、そんなに自由になる日がいっぱいあ

るわけじゃないのだから、今までやっていた校外学習をやりましょうと、別に園芸博じゃなくても勉強する

ことはできるからということもありだということでいいのですか。 

○ 山本学校教育部担当部長  委員がおっしゃられたように、熱中症対策ですとか雨の日、昼食をどこで取る

のかとか水分はどうするのか、あとは交通手段をどうするのかというのは、もともと１年ぐらい前からその

ことが課題だと思っていますので、そのことについてはGREEN×EXPO局とも共有しながら当然進めています。 

   一つ交通手段の話がありましたけれども、令和８年度の年度末の３月に始まりますので、実際に児童生徒

が行くのは９年度の４月、５月、６月の早いぐらい、そこら辺ぐらいになるかと思いますけれども、それに

ついていつ頃なら行けるのかとか、どういう交通手段なら行きやすいのかということを、この令和８年度に

それを調べて入念に準備をするということだと考えています。 

○ 井上さくら委員  だから、令和８年度は準備の年なのだけれども、令和８年度末から始まるけれども、実

際は４月から行くのだとすると、再来年度の行動なのだけれども、当然準備とか企画とかというのはこの令

８になりますよね。今聞いているのは、だからそれはあくまでも自由ですよということでいいのですねとい

うことを聞いている。 

○ 山本学校教育部担当部長  学校が、25万人が全員動員のように行くというようなことはもちろん考えてい

ません。当然、手挙げになります。安心して行ける、安心して手を挙げられるような環境をGREEN×EXPO局

と連携して準備をしていくというのが、令和８年度になるかと思います。学校は下見もすれば、どういうふ

うに行こうかというのは１年ぐらい前から当然考えますので、その不安を取り除いていくということが令和

８年度、特に当初においてやるべきことだと思っています。 

○ 井上さくら委員  手挙げだというふうに繰り返しおっしゃっているから、あくまでも学校の側の教育上、

これが有効なのかという判断を尊重していただきたいのですね。GREEN×EXPO局は、全員行けるだけの予算

を確保しますと言っちゃっているのですよ。チケット代も払いますと。要するにチケット代を、もちろんそ

の場合は皆さん、親御さんや子供たちの負担じゃないわけだから、税金で出すわけですよ。税金でチケット

を買って行くのだと、こういうことをGREEN×EXPO局は計画しているわけです。しかし、教育現場は教育と

子供たちを最優先にして考えていただきたい。だから、そこは学校が無理に行くということではなくて、教

育上、うちの学校、あるいは学年、クラス単位で、これはこういう中で必要だからということじゃないと、

既に今まで毎年やっている林間学校があったりいろいろなプログラムがあります。そこの有効なものを選択

すればいいのだということを、教育長、お願いします。 
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○ 下田教育長  井上委員も多分御存じだと思いますけれども、私も教育長になって驚きましたけれども、私

は温暖化本部長をやっていたので、驚いたのは全校にわたってＥＳＤをずっと10年ぐらいやってきていて、

そこで発表した子供たちの積み上げの話をしたときに、こういうベースがあるのは結構珍しいなと感じてい

ます。その中で、今回、花博という機会を得たときどう捉えるかということに関しては、当然学校は子供の

安全であるとか子供たちの興味、そして未来に向けてということを考えなきゃいけませんので、そのことを

大切にするということは間違いありません。ただ、一つ申し上げておきたいのは、結構10年近くにわたって

ベースを積み上げているのは非常に珍しくて、そこに対しては学校現場も意欲的にやってきたという経過が

あるということは申し上げておきます。基本的なスタンスは、私も学校の現場、そして安全を大切にすると

いうことに変わりありません。 

○ 井上さくら委員  手挙げ方式だと、それから学校現場を尊重するということがありましたので、決して雰

囲気で忖度したりとか、何となく強制といいますか動員ということにならないようにやっていただきたいと

思います。 

○ 大岩真善和委員長  ありがとうございます。 

   まだ、それでは議題も残っておりますが、この際、昼食のため休憩をいたしたいと思います。 

   再開は13時50分といたします。 

           休憩時刻 午後０時47分 

―――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――― 

           再開時刻 午後１時50分 

○ 大岩真善和委員長  休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

   質疑を続行いたします。 

○ 古谷靖彦委員  ４項目で質問させていただきたいと思います。 

   中学校給食を質問させていただきたいと思います。局別のところで、パブコメへの対応について、その声

に応えようとしているという回答もいただいたのですけれども、パブコメへの対応を具体的にどうするのか、

伺います。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  まず、安心・安全で質の高い給食を安定的に提供し続けると

いうことのためには、給食に関する客観的なデータに基づきまして定期的に分析し、評価していくことが大

事だと、重要だと考えております。栄養士による生徒への聞き取り、栄養報告書による残食の調査、それか

ら栄養摂取量の調査、それから生徒へのアンケート調査など、データに基づき検証と改善を繰り返しながら

質の向上に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

○ 古谷靖彦委員  すみません、ちょっとずれているかな。パブコメが来たわけだから、それについて４月か

ら改善することは具体的にありますか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  パブコメでいただきました御意見は、やはり味の問題ですと

か、あとは献立の内容、そういったところが多かったと受け止めております。これにつきましては、パブコ

メの意見もそうなのですけれども、今年１年間かけて生徒の声を聞いてきました。そういった中にもそう

いった声はいただいておりましたので、令和８年度の献立というのはもう作成しているのですけれども、そ

の献立の中にこれまでいただいた意見も反映して取り組んでいます。また、今回いただいた意見も踏まえて、

味つけについてはこれからも少し改善できるところはありますので、味つけや調理法、こういったところを
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改善できるように、現在、栄養士と調理製造事業者のほうで調整を進めているところです。 

○ 古谷靖彦委員  今、答弁いただいたことで改善するのだということなのですけれども、そうすると改善し

たことがしっかり当たっているかどうかの確認をしないといけないと思うのです。今回でよく分かったのは、

生徒の声を聞くという調査自体が、割と簡単にできるのだなということは、直接的に聞くことができるのだ

というのは分かったのですけれども、中学校給食全員喫食はこの４月から始まるわけですけれども、例えば

３か月ぐらいはモニタリングをするということを集中的に行うということが私は必要じゃないかなと思うの

です。例えば、残食の問題、異物混入の問題、生徒の評価の問題、こういったことをぜひやるべきだと思い

ますけれども、いかがですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  一つ、まず残食の問題につきましては、委員の御指摘いただ

いておりますとおり、日々、食や副菜などの残食傾向を把握するということはとても大事だと考えています。

子供たちにとって食べやすい献立なのかどうかということを考える上でも非常に大事だと思っておりますの

で、事業者に極端な負担増にならないように調査の仕方も工夫しながら、日々の残食、献立の傾向を確認で

きるようにしていきたいと考えております。生徒の声を聞くということについては、これまでも大事にして

きましたが、今後も大事にしていきたいと思っております。１人１台端末を使うかどうかですとか、そう

いった手法も考えながら効果的な方法を検討しているところでございます。 

○ 古谷靖彦委員  そうすると、一定、私が言っているのは、始まったときがすごく大事だし、今まで食べて

いなかった人が食べるわけじゃないですか。そのときにちゃんと声を寄せられる仕組みを、１人１台端末の

ところでぱっと入れられる仕組みがあれば、それはしっかり声を聞くべきじゃないですかと思うのですけれ

ども、いかがですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  実施手法については、今、検討させていただいているのです

けれども、生徒の意見を聞くということについては取り組んでまいります。 

○ 古谷靖彦委員  それは改めてまた確認します。その中で、異物混入のやり取り、先ほどありましたけれど

も、私からも伺いたいと思っています。 

   異物混入について本市はどういう方針を持っていますか。なくすべきだということなのか何なのか、教え

てください。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  理想的なのは、なくしていくべきだと当然思っております。

ただ、どうしても、先ほども申しましたが、毛髪のようなものについては混入経路も分析が難しいという点

もございますので、優先度をつけながら毛髪以外の危険異物についてはゼロを目指しているところです。 

○ 古谷靖彦委員  じゃあ毛髪はしようがないというのが……本市の方針はどうですかと聞いたのですよ。だ

から、毛髪だって私は絶対嫌だと思うし、自分だったら嫌だと思うし、毛髪についてもしっかりなくしてい

くべきだというのは当然だと思うので、それを答えていただきたかっただけなのだけれども、何でそういう

答え方をされたのですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  それは私の答え方がよくなかったと思っています。当然私ど

もの気持ちとしては、異物はゼロを目指して取り組んでいるところです。 

○ 古谷靖彦委員  そのことを答えていただきたかっただけなのですけれども。そうだとすると、中学校給食

のやっている事業者に対して、契約行為を行っているわけですから、当然、異物混入はなしよということは

事業者については求めていますか。 
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○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  求めております。 

○ 古谷靖彦委員  そうすると、異物混入を防ぐコスト、これについては誰が払うべきものでしょうか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  現時点では、委託契約をさせていただいておりますので、そ

の委託契約の中にも衛生管理の経費というものは含んでおります。 

○ 古谷靖彦委員  事業者が私はやるべきものだし、異物混入が入ったお弁当を納入されたら、それはオー

ダーどおりじゃないですねということで本来は当然突き返すべきものだと思うのです。横浜市はこのたび、

様々な第三者の視点での何とかとか様々やるのですけれども、これは誰が払うのでしょうか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  失礼いたしました。先ほどの答弁の補足なのですけれども、

当然に食品事業者として実施しなければならない、例えばＩＳＯの認証ですとか、ＨＡＣＣＰの民間認証み

たいなものを取得している事業者も複数ございます。そういうところの経費については事業者が負担をして、

自分たちの食品工場としての安全対策をしているところです。中学校給食を実施するために私どもが衛生管

理基準というものをつくって、それに遵守していただくように求めているのですけれども、その経費につい

ては委託の中に含まれているものと考えております。 

○ 古谷靖彦委員  委託というのは、つまり市が払っていることだということでいいのですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  １食当たりの給食を作っていただくコストということでお支

払いをさせていただいているのですが、その中に含まれているものと考えております。 

○ 古谷靖彦委員  ちょっと違うような気がするけれども。本来だったら、さっき言ったように、異物が混入

してないものを納入するのは当然事業者としての責務だし、ＩＳＯであるとかＰＤＣＡサイクルを回せば、

そのことを一つずつ潰していくことだってサイクルの中に入っているはずなのですよ。それなのにそれがで

きてない状況のが２学期で129件あったというわけですから、それについてなぜ横浜市が税金を払わなきゃ

ならないのかと思っているのです。対策を取るために、これから対策を採るのですとかということについて、

それは事業者に求めるべきものではないのですか。事業者が129件なくすためにどうするのかと考えるべき

ものじゃないのですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  幾つかございまして、市が中学校給食を実施している委託者

の責任として確認をしていかなければならないことにつきましては、我々横浜市のほうで委託を打って取り

組むというようなこともしております。ただ一方で、例えば先ほど御説明しましたモニタリングの中には４

つのモニタリングがありまして、その中に事業者による自分たちでやっていただくモニタリングというもの

がございます。これについては、当然事業者の負担で実施をしているものですし、また先ほど申しました食

品安全マネジメントサイクルに基づいたいろいろな取組は事業者の負担で実施をしております。 

○ 古谷靖彦委員  異物混入については減り始めていますよというのは、昨年と比べて今年は若干減りました

ということなのですけれども、異物混入はゼロにするよということを、改善の目標みたいなことは定めてい

ますか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  契約の中に何かそういった文言を書いているということはな

いのですけれども、異物混入ゼロを目指しているということについては、本市の例えば予算の概要ですとか、

そういうものにも書かせていただいていますし、当然それは事業者とも共有させていただいておりまして、

月々打合せをさせていただいているのですが、そういった中でも、そういう気持ちで取り組んでいるという

ことを共有させていただいております。 
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○ 古谷靖彦委員  私は、事業者に契約行為を行って納入していただいているわけですから、そこは事業者さ

んがオーダーどおりのしっかり異物の混入のないものを納入するというのは当然の話だと思うのです。その

ことをわざわざ横浜市がまた税金をかけて、またそれをチェックする仕組みをつくるのだとかということは、

これはやり過ぎじゃないかと思いますし、それは事業者に求めるべきものではないかと思っています。 

   もう一つ、残食の問題ですが、残食、先ほどのやり取りもありましたけれども、この４月から始まるのは

御飯の調整ができるようになっているのかどうか、伺います。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  御飯の調整につきましては、現在も大中小を選択できるので

すけれども、令和８年度以降も選択できるようになっております。 

○ 古谷靖彦委員  この残食の問題もそうなのですけれども、改善の目標というのは定めていますか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  あくまでも内部的な目標ということで、神奈川県内の残食レ

ベルに近づけていきたいということで目標を持って取り組んでいるところです。 

○ 古谷靖彦委員  その目標というのは幾つなのですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  大体10％から15％ぐらいの間になっております。 

○ 古谷靖彦委員  ごめんなさい、物すごいあやふやなのだけれども。今までのやり取りを聞いていても、本

市の教育委員会として残食は減らしていこうと思っているわけだと思うのです。思っていると思うのだけれ

ども、だとしたらちゃんと目標を定めるべきではないですか。いかがですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  失礼いたしました。あくまでも内部の目標なのですが、12％

にしていこうということで取り組んではおります。 

○ 古谷靖彦委員  ごめんなさい、これ以上聞きませんけれども、12％だという根拠だってよく分からないし、

どれぐらい摂取してもらうか。12％残食があれば、栄養摂取量はどうなっているのかとか、当然そんなこと

を考えられているのだと思うのだけれども、そこをでは来年は12％だけれども、再来年は10％とか、そうい

う目標を持っているのですか。 

○ 田中担当理事（学校給食・食育推進部長）  現時点では12％というところまでです。また、令和８年度か

ら提供方法も変わってきますし、その中でどのぐらいの残食になるかというところを分析させていただいて、

改めて我々の目標値をどこに持つかというところを整理させていただき、また御説明をさせていただければ

と思います。 

○ 古谷靖彦委員  つまり、今のやり取りだと残食の目標は持ってないということですね。 

   教育長、改善していくのだ、日々の改善をしていくのだと言われているから、残食の目標だって１年目の、

ちょっと分からない、どれぐらい刻むか分かりませんけれども、半年目はこのぐらいだと、その後はこのぐ

らいだとか、そういうことをすることで改善のサイクルが回っていくと思うのです。それは定めるべきじゃ

ないですか、教育長。 

○ 下田教育長  まず、全員でスタートをします。この間も事業者等と私もしゃべりましたけれども、よりお

いしく、そして食缶を入れながら残食を減らすことについて一緒に協力しています。スタートをしている段

階で、どのような課題があり、どのような状況になるのかというのは、全体をスタートした段階でできるだ

けしっかりと把握をして、その上でこれを可能な限り減らしていくということについて１段ずつ階段を上

がっていく必要があると思います。 

   残食そのもの自体は、もちろんゼロにしていきたいわけですけれども、それほど簡単にいかない課題もあ
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りますので、まずスタート段階でしっかり把握して、委員がおっしゃるように、どうすればやれるのかとい

うことを、明確な目標を掲げられるように努力します。 

○ 古谷靖彦委員  なので、できるだけそこは定めていただきたいというのと、改善が図られない原因は何な

のかということを常々考えていただきたいと思います。 

   先ほどのやり取りもあったように、学校調理方式が少なくとも義務教育学校で３校に広がるということを

鑑みれば、例えば鶴見区でいうと鶴見中学校と鶴見小学校が隣同士であるわけだから、本来であれば、そん

なところできるわけですよ。だから、そういったところも総合的に考えると、先ほど教育長が答弁されまし

たから、総合的に考えて、そういう方式の検討もぜひ入れていただきたいと思います。 

   次に行きます。教員の働き方改革についてですが、これはなかなか進まないお話をされていて、ちょっと

ずつ改善しますよということなのですけれども、採用がなかなか厳しくなっている中で、いつになったらこ

の時間外を目標どおり減らしていくのかということについてはいかがですか。 

○ 田中教育政策統括部長  目標の設定としましては、第５期教育振興基本計画において目標値を設定してお

りまして、具体的には国の目標と足並みをそろえておりますけれども、月の時間外在校等時間の平均時間に

ついて、現在35時間のものを30時間に収めるといった目標管理をしていきたいと考えています。 

○ 古谷靖彦委員  今後、年々採用が厳しくなると思うのです。それはもう年を追って絶対そうなると思いま

す。そんな中で、いつまでたってもなかなか残業が、時間外が減らないという状況であると、そこは魅力を

減ずる要素の一つにもなりますし、それは比べられるものになると思いますから、そこはぜひ引き続き改善

を図っていただきたいと思います。 

   ３点目に行きます。教員の未配置の問題です。 

   まず、来年度の採用見込みと、あと未配置がないかどうか、伺います。 

○ 森長教職員企画部長  来年度の採用見込みについては、まだ発表前という状況ではございますけれども、

今年度と同じ程度の数値になろうかとは思います。 

   現在の欠員でしたっけ。 

○ 古谷靖彦委員  未配置。 

○ 森長教職員企画部長  未配置状態。未配置状況で申し上げますと、直近ですと小学校と中学校を合わせて

２月１日現在で67人欠員がございます。 

○ 古谷靖彦委員  今、現場では67人が未配置であるということなのですけれども、ちなみに今年度のところ、

直近のところなのか、学校方面事務所、４つの方面事務所や事務局さんであるとかというのは、定数に足り

てない人員というのはありますか。 

○ 森長教職員企画部長  事務所とか、要はいわゆる一般行政職も含めて事務局内でということでよろしいで

しょうか。 

   恐らく、何名かは退職等で欠員が生じているケースはあろうかと思います。 

○ 古谷靖彦委員  そうすると、要は現場のところでは、さっき言ったように六十何名足りていなくて、事務

局のところでは多分恐らく今の話だと数名の話ですよね。なので、どちらを優先するべきかとは言いません

よ。言いませんけれども、私は現場を優先するべきじゃないかなと思うのですよ。そのときに、学校方面事

務所や事務局は足りていますけれども、現場は足りていませんという状況はすごく違和感があるなと思って

いて、教育長、もちろん教員採用の人ではない人も当然事務局にはいますけれども、行政職の方もいらっ
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しゃると思うのですけれども、そこは現場のほうをもっと、現場の未配置を解消することをしっかり優先す

るべきだと思うのですけれども、いかがですか。 

○ 下田教育長  今のお話については並列に比較できないと思います。これから改革を進めていくことが現場

を助けることにもなるので、私は現在の教育委員会の規模の中で体制を本当に強化していかなきゃならない

という認識があります。 

   その上で、現場に質の高い人材を入れていくことは、私自身は物すごい重要なテーマだと思っていて、未

配置であるという現象は解消したいのですけれども、その段階で横浜市で意欲的に教員をやっていただける

方を、志願していただく中から充てていくという状況を全体としてつくり上げることについては、今、全力

を挙げてやっています。そのことが結果的には現場にとって、充足しているということだけではなくて、質

の高い教員の供給が現場を助けることになると思います。いずれにしても、委員が御指摘されているその部

分については、前向きに、しかも大切なテーマだと思って取り組みます。 

○ 古谷靖彦委員  教育長がおっしゃっていることも分かります。ただ、未配置になった学校がどんなふうに

しているかというのは……こんなことをごめんなさい、こちらから言うことじゃないと思いますけれども。

例えば副校長が担任を持っていたり、あるいは指導主任のところが持っていたりという、要は学校の中のや

りくりで何とか穴を埋めているわけですよ。だから、それをもう少し、例えば方面事務所のところまで見渡

して、ここを埋められないのだろうかと、どういうふうに手配できないのだろうかということを、私はそこ

まで考えて現場を手当てすることをやるべきじゃないかなと思って今の発言なのです。いかがですか。 

○ 下田教育長  未配置だけではなく様々な状況の中で、実は学校教育事務所に配置されている大切な人材、

それから教育委員会の中にいる人材も、臨機応変にその人たちを送り込んでいます。そのことは当然やるべ

きだと思っておりますので、当然やるべきだと思ってやっているという前提において、今御指摘いただいた

ものの根本の解決をするために我々としても真摯に取り組んでいるということで、今御指摘いただいた部分

については今も内部で相談しながら現場に支障がないようにやりくりを一生懸命やっています。 

○ 古谷靖彦委員  でも教育長、今お話を聞くと現場では69人足りていなくて、方面事務所や事務局のところ

で足りてない人員というのは数名の話なのですよ。そうすると、本当にちゃんとそういうふうに今言われた

ような配置になっているのかなというのはちょっと疑問です。ですから、当然そういうふうに教育長が今言

われたようなことをされているのですと言うのであれば、ぜひそれはそういうふうにしていただきたいとい

うことを確認しておきます。 

   最後に、不登校について伺います。 

   今年度、学校健診の問題で前進を来年度、努力されたと思っています。それで、今年度のモデル実施のと

ころでどんな知見が寄せられたか、伺います。 

○ 横山人権健康教育担当部長  本年度４校で実施した中では、不登校のお子さんが約31名に対して10名校外

で受診することができたと。そういう機会ができたことに対しては感謝の声が上がっているのと同時に、今

回実施するに当たっては、いろいろな手続上のことも様々検討しなければいけない課題も上がってきており

ます。 

○ 古谷靖彦委員  その検討すべき課題というので伺いたいのですけれども、今回モデル実施においては、学

校健診を受けてくれる医療機関に対して追加のお金を払ってないというお話なのですけれども、来年度につ

いてはどうするのか、伺います。 



 

－２４－ 

○ 横山人権健康教育担当部長  来年度については、学校医の内科、歯科において、校外で受診した場合には、

それに応じて報酬を支払う予定で準備しております。 

○ 古谷靖彦委員  払ってないということが私は異常だなと思ったのです。それで、今回、学校健診を全ての

学校で実施をしていくのだというお話だったと思うのですけれども、学校医の医療施設では実施ができない

学校、どのぐらいありますか。 

○ 横山人権健康教育担当部長  すみません、現在具体的な数字までは把握しておりませんけれども。 

○ 古谷靖彦委員  これは、ごめんなさい、いつから実施をされるのですか。この準備状況で大丈夫ですか。 

○ 横山人権健康教育担当部長  学校の一応健診を６月30日まで実施することになっておりまして、その後、

９月末までの間で受けられなかった不登校のお子さんについて、受診できるように準備をさらに進めていく

というふうに考えております。 

○ 古谷靖彦委員  ぜひ、これはすばらしい施策になっていると思うのです。なので、しっかり成功させてい

ただきたいですし、当該のお子さんや保護者の方に内容も分かるようにしっかりお伝えいただきたいですし、

何で健診が大事なのだよということをちゃんとお伝えいただきたいと思うのですけれども、そこはどんな準

備を今されているのでしょうか。 

○ 横山人権健康教育担当部長  現在、全てのお子さんのところにこの健診の仕組みがきちんと届くように、

すぐーる等を通してお知らせするですとか、学校のほうから不登校のお子さんのほうに直接御連絡するとか、

様々な機会を通じて、この受検の仕組みについてお伝えできるように準備をしております。 

○ 古谷靖彦委員  ぜひ、それをお願いしたいのですけれども、その際に、前回モデル実施のときに30名のと

ころ10名だったという話があるのですけれども、要は20名の人が何で行かなかったかということを分かるよ

うであれば、それだって知見の一つだと思うのです。だから、そこで何か得られる知見があるのだったら、

次のところでぜひ生かしてもらいたいと思いますし、できるだけ小学校の時点での学校健診がしっかり受け

られるように万全の準備をしていただきたいと、これは要望で伝えておきます。 

○ 藤崎浩太郎委員  ありがとうございました。教員採用のところで少しだけ伺いたいと思います。 

   先ほど教員の配置の未配置の問題とかありましたけれども、令和７年度採用においては194人増加したと

いう数字も書かれて、次期中期でも志望者を増やしていきたい。あと、これは指標ではないですけれども、

中間的な政策効果で見ると、採用試験における合格倍率を上げたいということで、受験者を増やしたいとい

うのは、受験者が増えることで質を高めていきたいということは伝わってくるところです。今まさに春採用

が応募期間にあると思うのですけれども、昨年は50人程度、今年は80人程度ですかね。実際に現時点で、分

かればですけれども、応募数が昨年より増えているとか、そんな変わらないとか、何か数字が分かることが

あれば、教えてください。 

○ 森長教職員企画部長  現在まさに募集期間中でございまして、春実施のほうの試験のほうなのですけれど

も、締切りが３月16日月曜日までになってございます。我々、採用試験をずっとやってきた担当レベルから

すると、結構駆け込みで申込みが来るケースが多くて、今現在まだ数値としてはお伝えできるものはないの

ですけれども、ただ今年80人募集という形でさせていただきました。去年も結構応募いただきましたので、

少しでもこういう形で春と夏両方実施をすることで人の確保につなげていければなと、そのように考えてお

ります。 

○ 藤崎浩太郎委員  昨年、春募集だと50人に対して302人、応募だけです。ここでいうと応募数が194人増な
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ので、応募数でいうと252人募集数より回って６倍の倍率ということで、194人増加のうちの250人は春で稼

いでいるという状況なので、実際に夏が減ったわけですよね。どっちがいいとかいう話ではもちろんないと

思いますけれども、これから春採用の実績、採用された方の実績もこれから出てくるというタイミングだと

思うので、いずれにせよ質を高めていきたいという中で夏が減ったのであれば、春をどうやって増やすかと

いうのがまず一つのポイント。 

   そうすると、駆け込み需要が多いというのは当然だと思いますし、一方で今まさに募集期間中にどれだけ

ＰＲできるか、どれだけ駆け込み需要を喚起できるかというのが今のタイミングかなと思うのですけれども、

直前、３月16日締切りなので、郵送だと今日とかあしたとかに……郵送でもいいのですよね。インターネッ

トか。３月16日当日まで、この週末ぐらいに皆さん一生懸命、何か書いたりとかされるとすると、この直前

にどうやってプロモーションするかというのも一つのポイントなのかなと思うのですが、その辺の具体的な

工夫策があって締切りを待っているのか、それとも基本的にはこの２月末ぐらいから始まっている募集期間

中、あんまり手を打ってないのか、何かあれば教えてください。 

○ 森長教職員企画部長  なかなか目に見える形でアピールできるものというと、先日実施しました横浜教育

イノベーション・アカデミアでミライの先生Ｆｅｓというイベントをさせていただきました。そこでも個別

の、要は応募者からの相談も個別に受けたりした実績がございます。そこで結構アピールはできた部分はあ

るかなというふうな部分、それはお伝えできるかなと思うのと、あとマイナビの転職サイトのほうに掲載を

するなど、また違った視点で工夫をしています。それはなぜかというと、春の実施の試験というのは、いわ

ゆるＳＰＩという手法を用いてやる形の試験になりますので、そのアプローチが生きてくるかな、そのよう

に考えて今回そういう形でアプローチをしております。 

   ちなみに、今、情報が来ましたので、本日時点で192人の応募者が来ているという状況でございます。 

○ 藤崎浩太郎委員  昨年は302で190ちょっとだから、まだ100ぐらい伸びる可能性は十分あるという時期だ

と思いますので、いろんな方法を試されていると思うので、すごい安直に言えばインスタグラムとかいろん

な形で若い世代が見ているもの、特にＸ、ツイッター関係だとハッシュタグでいろんなものも、教員のク

レームの多いハッシュタグも多いですけれども、そういうものを見て教員を目指している学生も多いはずな

ので。今、ＳＰＩで早めに結果が出て、大学４年生の生活を楽しむ時間も増えるという意味では、この春採

用は非常に大学生のニーズとしても強いものがあると思うので、80をもっと増やすのかどうかというのは今

後の議論でしょうけれども、この駆け込みの時期にしっかりとアプローチができるプロモーションには積極

的に取り組んでいただきたいなと。今できなくても、来年の話かもしれませんけれども、取り組んでいただ

きたいなと思います。それは要望しておきます。 

   一方で、夏が減少しているのですが、春採用で横浜市に採用されなくても夏も受けられるのですよね。 

○ 森長教職員企画部長  おっしゃるとおりで、もし春試験で１次試験の段階で落ちた場合、夏試験を受けら

れます。 

○ 藤崎浩太郎委員  分かればですけれども、春を希望して夏にもう一度受けてくださっている方というのは

結構いるのか。要は、合わせて延べでは増えているのですけれども、正味増えているのかどうかと、春に落

ちても夏にもう一回チャレンジしてほしいわけじゃないですか。だから、そういう人たちがもう一度夏に

チャレンジしてくれているのかとか、その辺は何か分かるものはありますか。 

○ 森長教職員企画部長  実際に受けていらっしゃる方はいたと記憶しておるのですが、その数値が今手元に
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ございません。ただ、いたことは間違いございませんので。そこら辺り、もしよろしければ、後ほどお伝え

はできるかと思います。 

○ 藤崎浩太郎委員  ２回チャンスがあるので、一回駄目でも、もう一回受けてもらったほうが絶対いいじゃ

ないですか。だから、もし一度駄目で諦めちゃうか、一度駄目でほかに決まっちゃうかもしれないので、み

んながみんな夏に受けてくれるとは限らないですけれども、２度チャンスがあるわけなので、どうしても横

浜市で採用してほしいのだという方がちゃんと２度受けられるように、うまくアプローチしていただきたい

なと思います。 

   一方では、夏採用がこんなに減っているというのをどう捉えていらっしゃるのかなと思って。もちろん、

アカデミアとかをやった人たちが春に受けているというケースも多々あるのでしょうし、この夏、じっくり

と試験を受けてくださるわけじゃないですか。ＳＰＩとは違う従来型でじっくりと試験を受けてくださる

方々が、また横浜市の教員の層の厚い部分を支えているわけですから、ここを増やせるような取組ももう

ちょっとやらなきゃいけないのじゃないかと思うのですが、この夏を増やす取組、令和８年度はどんなこと

をやられますか。 

○ 森長教職員企画部長  夏の試験に向けては、先月、２月10日に来年度の試験に向けての記者発表をさせて

いただいております。その中で変更点として、より受けやすくするようにということで、例えば模擬授業の

テーマの課題を、今までは当日いきなり、当然試験ですから、テーマをぽっと出して、その場で模擬授業を

やっていただいていたのですけれども、事前にそれを通告することで準備がやりやすいようにという形で例

えば見直しをしてございます。それはなぜかというと、他の自治体もそういう方向に振ってきているのです

ね。横浜市だけ単独で、要は厳しい試験というのですか、そういう形を取り続けるのが果たしていいのかと

いうのと、あとは実際に、もちろん応用力は大事なのですけれども、実際に準備して授業というのは大体臨

むのが基本ですので、いわゆるどういう形で準備をして臨んでいくのかという、そのアプローチも見られる

かな、両面からそういう見直しをさせていただいています。そういった取組を幾つかさせていただく中で、

委員の御指摘の夏試験が少し応募者が減ってきている。これはなぜかというと、恐らく横浜市だけではなく

て全国的な傾向ではあるのですけれども、とはいえ横浜市は増えたねと言っていただけるように、その取組

を進めていきたいと思っています。結果が出るまで若干時間をいただくかもしれませんけれども、その方向

に進めていきたいなと考えてございます。 

○ 藤崎浩太郎委員  春はチャレンジングな取組をだと、こういうのもまたまねされていく可能性もあるわけ

じゃないですか。そうすると、今みたいに夏はみんな大変で、春さっさと決めたいという、横浜市が先に試

験問題を出すのと一緒で、春採用とみんなが頑張るようになっちゃうと、春で採れる受験者数も減るかもし

れないということもあると思うので、一番採るはやっぱり夏なので、そこをいろいろと工夫してほしいと思

います。 

   最後にしますけれども、いろんな応募資料、令和８年度の募集資料をいろいろ拝見すると、いろんなメッ

セージがあって、アカデミアの話とかも載っていたりとかメッセージがあったりする中で、一つ気になった

のは、ハラスメント対策とか今回も議論になっていますけれども、教師の皆さん、教員になった皆さんをど

う守れるかみたいなことはあんまり言及がないなと思いました。キャリアを形成するとか、チーム学年経営

とかで、いじめもみんなで地域とかと一緒に取り組みますよとか、多分、これから教員になる皆さんの心配

するポイントを一定程度抑えた、カバーした内容にされているのだと思うのですけれども、もう一つ、ハラ
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スメントというか保護者対策、対応とか、そういったところに不安になる学生さんとかもいらっしゃるの

じゃないかなと思うのです。そういう心理的なケアとか、そういった教員、教師になったときに皆さんが想

像する大変な部分、ここにどうケアできるかというところも、しっかりと対策を横浜市がやっていくのであ

れば、ここも書いていってあげたほうが、心配、不安材料を減らすところにつながるのじゃないかなと思っ

て拝見したのですが、その辺は何かお考えがあれば、教えてください。 

○ 森長教職員企画部長  まさに我々もそのように考えているところでございます。夏試験に向けては、この

後ちょうど４月に入って以降、各大学、あるいは各地方に行って採用試験の説明会のほうを実施いたします。

そのタイミングでも、ぜひ、今、委員がおっしゃったような、いわゆるチーム担任制だったりハラスメント

対策をこうやっていますよというようなところをしっかりと伝えて、少しでも安心して入ってきていただけ

るようなアプローチは取りたいと思っていますし、あとは合格発表後もちゃんとコミュニケーションを取っ

て、採用時までしっかりとつなげていけるようなアプローチも考えていきたいなと思っています。 

○ 藤崎浩太郎委員  よろしくお願いします。 

○ 鈴木太郎委員  ありがとうございます。予算第二特別委員会での質問要旨を見ると、不登校ですとか、い

じめに悩み苦しんでいる児童生徒の人たちに、どうやって救いの手を差し伸べていくかということが、何人

もの方から質問がされていますよね。その一方で、生成ＡＩ、ＡＩドリルなどのように教育現場でＡＩをど

ういうふうに活用していくかということも、何人かの議員から質問が出ています。 

   まず、こういった困難を抱える児童生徒に寄り添っていくのに、生成ＡＩの活用ができるのじゃないかと

そもそも思っているのですね。これを今出ている中期計画の素案で見ると、教育の政策群の中で、安心して

学校に通わせることができる状況を政策として目指していく。そのインプットとして、ＡＩチャット相談を

活用し、学校生活に関する相談環境の整備というのが明記されているわけです。 

   そこで、まず伺いたいのですけれども、この中期計画素案にも掲げられているＡＩチャット相談について、

令和８年度の予算で何か措置をしているのか、あるいは予算的な措置でないにしても何か取組を考えている

のか、まず伺います。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  ＡＩチャット相談に関しましては、ＡＩ技術が急速に進展しているこ

とに伴いまして、子供たちも当然ＡＩに触れている機会は多くなっていると考えています。そうした中、多

様化・複雑化する課題に対しては、相談の環境の一つとしてＡＩチャット相談というのは非常に有効だとは

考えておりまして、その可能性については研究を進めてきてまいります。予算措置は、実は８年度について

はしておりませんけれども、何度か実証実験といいますか試行を重ねることで、その知見をさらにためて実

際に予算化につなげていきたいと考えております。 

○ 鈴木太郎委員  実証実験ということで検討しているということですけれども、もう既にそういうことを

やっている自治体、教育委員会は全国を見渡せばあるわけで、姫路市では既に実証から本格実施に移ってい

ると思います。ＬＩＮＥを通じたＡＩ相談、友達ＡＩヒメちゃんというやつですね。これは実証で、姫路市

立の中学校全36校実証、そこに1300人の中学生が参画をして、このヒメちゃんのおかげで希死念慮のあるお

子さんが15人明らかになりました。それから、いじめに悩んでいる子供たちが、その状況を14人が打ち明け

ています。姫路市教育委員会は、これを効果があるということを認めて令和７年度から本格実施と伺ってい

ます。先ほど部長から、本市においてもＡＩチャットの実証ということでしたけれども、恐らくいろいろな

事業者と相談をしていると思うのですけれども、この姫路市で本格実施をしている事業者からの相談はある
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のかどうか、伺います。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  実際にございます。 

○ 鈴木太郎委員  これだけ実際に先行事例として効果も出ているわけですから、積極的に実証実験を行って

いくべきと思いますけれども、方向性があるのかどうか伺っておきます。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  具体的なお話をいただきまして非常に参考になります。また、我々も

どういう形で子供たちがＡＩを使う、いわゆる端末ですとか、何をもって相談にアクセスするのかというこ

とは検討しておりまして、例えば１人１台端末からの相談というのも考えています。また、ＬＩＮＥについ

ては、具体的なアプリ名ですけれども、１人１台端末の中には今導入ができない状態になっていますので、

個人の所有の端末からという形になります。それも一つの方法ではあると思っていまして、様々な視点から、

観点から検討を進めていかなければいけないとは考えています。 

○ 鈴木太郎委員  そうすると、１人１台端末でなければ使えないサービスは実証を行わないということでは

ないということでいいですか。姫路市の事業者からは、１人１台端末に対応できないので横浜市では行わな

いという方針を聞いたと聞いているのですけれども、いかがですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  一旦、１台端末のほうからやるのはどうだろうかというふうな検討は

進めてはまいりました。ただ、ＬＩＮＥ相談につきましては、こども青少年局のほうでＬＩＮＥを使った相

談の窓口は持っておりまして、それは個人端末から当然相談を入れている実例はあります。そういったもの

も踏まえて、改めてどちらのほうが相談しやすいのか、どちらのほうが相談件数が寄せられるのかというこ

とは実証の中では行っていくという必要性は感じております。 

○ 鈴木太郎委員  だから、実証しないと分からないじゃないですか。１人１台端末に限ってしまったら、当

然ながら１人１台端末でこれをやろうとすると、それはやっぱり学校で貸与されている端末なのだから、先

生たちが見ているのじゃないかとか、誰かが見ているのじゃないかとかと、こういうことを子供は思うと思

うのですよ。そうだとすると、必ずしも何となく教育委員会の管理下にあるこの１人１台端末でやれば安全

だみたいな雰囲気があるのだけれども、そうではなくて様々な可能性を含めて考えるのであれば、１人１台

端末の上でやるものと、同時にそうではない自己端末でやるものというのを並行して行うこともいいのじゃ

ないかなと思うのですよね。 

   さらに言えば、こども青少年局でやっているＬＩＮＥ相談は、まさに行政の管理している端末でないとこ

ろから入ってくるわけですよ。さらに言うと、こども青少年局のはＡＩでは基本的にはないわけです。あれ

は、世界中にいる相談者が相談に応じているということだろうと思うのです。ですから、こども青少年局が

やっているのともまた違った、すなわち純粋なＡＩで、まずは子供たちの困難に寄り添えるかどうかという

のは、まさにやってみないとここは分からないことだと思うので、これは小規模であったとしても１人１台

端末と並行して僕は実施すべきだと思いますけれども、いかがですか。 

○ 住田不登校支援・いじめ対策部長  今回、事業者のほうで申し出ていただいているのは、ありがたくもこ

の機械に関しては実際には無償でやっていただけるという申出をいただいています。自治体の数が限られて

はいるのですけれども、そういったことも踏まえて、今、委員がおっしゃっていただいたように比較をする

ことというのは非常に大事だと思っていますので、改めて検討させていただきます。 

○ 鈴木太郎委員  新しい分野だけに、可能性を遮っちゃうのはもったいないのじゃないかなというのは正直

思いますので、今日は部長からそういうお話を伺いましたから、その方向で進めていただければと思います。 
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○ 柏原すぐる委員  ありがとうございます。私のほうから、この質問要旨を拝見しながら特になかった部分

について取り上げたいなと思います。 

   まず、１ページ目はちょうど行田議員が通学路の安全対策に触れていらっしゃいますけれども、鶴見でも

小学生が自転車事故で亡くなるという痛ましいこともございました。この４月から、ちょうど16歳以上にな

りますけれども、罰則で罰金も科されるということで、これは大人も含めてですけれども、少し意識を変え

なきゃなというところで、本市においては市立高校、大学ということもあるので、これは多分教育委員会だ

けではないと思いますが、新年度に向けてこの辺りの指導なのか、周知なのか、今の新年度を迎えるに当

たっての状況というのを少しお伺いできますでしょうか。 

○ 西野インクルーシブ教育担当部長  今年度、改めてといいますか新たな取組ということではありませんが、

まさに法令が変わっている中で、最新の情報というものをしっかり交通安全教育の中で各学校で工夫しなが

ら進めていただくということを、進めていきたいと考えているところでございます。 

○ 柏原すぐる委員  承知しました。２つ目が、今回、局別でなかったなと思ったのが、社会情動的コンピテ

ンシー教育推進事業が、事業計画書を見ると予算上は今年度500万がゼロになっていて、恐らくどこかに取

り込まれたから何かと一緒にやるのかなと思うのですが、その取扱いについて教えてください。 

○ 丹羽学校教育部長兼教育センター所長  社会情動的コンピテンシーについては、横浜市学力・学習状況調

査の学習意識調査の中に含まれておりますので、そういった意味では横浜市学力・学習状況調査の事業と社

会情動的コンピテンシーがタイアップしているような形で、より学校の教職員の皆さんに子供たちを見取る

一つの指標として使っていただけるようにと考えております。 

○ 柏原すぐる委員  いわゆる従来進めてきたものになじんだと理解をしました。 

   続きまして、次は今回要旨になかったなと思ったのが、あとは今年度の常任の議論でもなかったなと思っ

たのが教育センターです。これは11年度に新たな教育センターを造るということで、新年度の予算概要でも

42ページに三層空間を活用した交流・研修の試行実施というところがございますので、２点ありまして、こ

の新たな教育センターの整備に向けては順調ですかというのを一つ。特に物を造るものというのは、今、結

構困難があるのでどうかなというのをちょっと思いました。 

   もう一点は、そこまでに試行していくということなので、それを新年度はどうされるのか、お伺いします。 

○ 田中教育政策統括部長  新しい教育センターについては、令和11年の４月の開設を予定しております。そ

れに向けて現在事業者が８年の６月頃に建物の着工に入る予定になっています。 

   なお、この新しい教育センターは、いわゆる直営といいますか我々が建物を建てるというものではなくて、

民間事業者が建てる建物の一部に入居するという形ですので、現状ではその建物の建築工事については予定

どおり進んでいるという状況でございます。 

○ 柏原すぐる委員  新年度の試行実施の内容についても教えてもらえますか。三層空間を活用した交流・研

修試行実施、新規ということで。 

○ 丹羽学校教育部長兼教育センター所長  今、新教育センターの在り方については、リアル、オンライン、

バーチャルという学びの三層空間を活用するという、それがこれからの各学校における学校教育の在り方の

一つのモデルを示していると考えておりまして、そういった空間づくりにつきましては、今、実は私どもの

学校教育部の近くにある部屋を一つ、新教育センターのモデル化したような部屋にするような形で、今、各

学校の教職員にもそこに訪れていただいて、新しい教育センターではこういったリアルな対面以外でも、オ
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ンラインやバーチャルの空間で学びが展開されるということを、日々体験していただきながら感想をいただ

いて、新教育センターの新しい研修センターの中に、そういったものを反映できたらというふうに、今、モ

デルルーム化をしているものがございますので、ぜひまた御覧いただければと思います。 

○ 柏原すぐる委員  続きまして、市立高校については、今回は留学について横山正人議員が触れていらっ

しゃいましたが、これも予算概要の25ページにありましたが、これは市立高校の推進プラン仮称の策定を進

めますということで、これも以前資料を頂いたものですと、文科省がネクストハイスクール構想というよう

なものも掲げているということで、これも国の予算を使うのかなという気もしたのですが、この立てつけと

今後の見通しを教えていただけますでしょうか。 

○ 丹羽学校教育部長兼教育センター所長  まさに次世代の横浜市立高校の在り方については、その推進プラ

ンをどうしていこうか、市立高校の在り方について総合的にしっかりと検討していく必要があると思ってい

まして、そのグランドデザインを文部科学省が今後示していくというような情報がありまして、一部、委員

にも情報を提供させていただいているところでございますけれども。 

   そういった国の基本方針に沿った形で進めていく部分と、横浜市立学校をまさに横浜市が設置しているこ

との意義というものをしっかりと私たちも念頭に置きながら、市民の皆様や、特にこれから市立高校を選ぶ

子供たちのことを思いながら、次世代の市立高校の在り方について検討プロジェクトをつくりまして、今後、

推進プランの策定とともにしっかりと検討していきたいと考えてございます。 

○ 柏原すぐる委員  ちょうど最近、高校入試の絡みでニュースでも高校を無償化したから公立学校の志願者

が減っているようなお話もありましたけれども、横浜市の市立学校は今どんな状況かなというのをお伺いす

るのですが、これは実は昨年のちょうど予算審査の局別でも私のほうで質問して、大体、生徒１人当たり

100万円ぐらいは一般財源から負担しているというような状況も拝見しつつ、あとは６割の生徒は既に無償

化というか、４割の子たちが無償化になれば影響を受けるということを聞いていましたので、その辺り、今、

横浜市の志願の状況とか受け止め、どう思われているか、教えてください。 

○ 丹羽学校教育部長兼教育センター所長  まさに市立高校の志願者数、もしくはその倍率につきましては定

員割れをしているということは事実としてはございません。ですので、市立高校がほかの県立高校に比べて

人気がないとか、そういったことは一切ございませんで。ただ、委員からも御指摘いただいているように、

私立の高等学校との比較においては、やはり何らかの影響を受けるということは私どもも予想しております。

ただ、子供たちが高校を選ぶ際に、選択の項目というのでしょうか、どういったことをもってして高校を選

ぶのかといった中には、実は無償化だけではなくて、高校の例えば校風ですとか、あとはその高校が持って

いる進路先ですとか、そういった様々なことを鑑みて子供たちも総合的に考えて市立高校を選ぶ傾向がござ

いますので、無償化がどのような影響を及ぼすのかということは、他の自治体ともしっかりと情報交換しな

がら、今後、市立高校の魅力向上に私たちもしっかり取り組んでいきたいとに思っています。 

○ 柏原すぐる委員  市立高校に通う生徒たちにとって、恐らく志願したけれども入れない子供たちも多いの

で、しっかり効果的に使ってほしいなと思います。 

   すみません、これで最後です。日本版ＤＢＳについては、ちょうど今年ですか、試行していくのだと認識

しているのですが、例えば外部のＩＣＴ支援員さんとか、いろいろ学校に関わる大人が多いという中で、こ

こについては何か新年度に対応されているものがあれば、教えてください。これが最後の質問です。 

○ 森長教職員企画部長  日本版ＤＢＳの対応につきましては、当然、正規の職員であったり教員であったり
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というのは、全てチェックは文部科学省のデータベースとかを使ってもう既にしているわけなのですけれど

も、それ以外のいわゆる民間企業との契約だったり個別の委託契約系の対応については仕様書の中にその項

目を入れて、そういう人を従事させないであったり、そういった取決めというのですか、業者選定の際にそ

のようなチェックを入れさせていただいているような状況でございます。 

○ 柏原すぐる委員  これは、もう既にそうしているということですね。分かりました。大丈夫です。 

○ 福島直子委員  私も第二委員会のほうの議論を拝見していて、その中で気になったことを確認させていた

だきたいのですが、今ほども触れられていましたけれども、私立高校生の海外留学支援のことでありまして、

既に第１期生というか初めての留学生については選考が終わっているというのは議論でお聞かせいただきま

した。その方たちが20名ということで、一番気になったのが、こういう円安の時期でもあり、またいろいろ

と物価も高くなっている中で、コストはかなりお一人お一人かかるわけですけれども、それを横浜市として

全額支援をしようと。こういうことで大変結構なこととは思うのですが、この質問に立たれた横山委員から

は、よりもっと多くの人が挑戦できるような予算の組み方が必要じゃないかという御指摘ありました。 

   私はこの予算組みの永続性というのですか、それについて不安というのか心配をしているところでありま

す。今年の予算説明書を見ますと、これはいろいろなものを含めた表現だと思いますが、グローバル教育推

進事業ということで24億889万1000円と予算が載っておりますけれども、実際、１期生が20人、カナダが17

人でアメリカが３人ということで１億1000万ぐらいですか、予算がかかるかと思いますが、こういう方々が、

これから横浜の高校に行くと留学もできるかもしれないということで、小さい方も目標にして、高校生に

なったら海外留学だというような目標でお勉強していくようなこともこれから出てくると思うのですが、そ

の年頃になったらその制度は実は終わっていましたというようなことがあってはいけないなと思うので、こ

の予算のずっと永続的な取り方、それから、今、財源というか財源更正は基本的には一般財源かと思うので

すけれども、ほかに何か使うことができるようなものが想定できないのかといったことをお聞きしたいと思

いました。 

○ 山本学校教育部担当部長  委員御指摘のとおり、過去35年ぶりぐらいの円安の水準が続いている中で、国

の高校生留学に関する調査でも、７割ぐらいの高校生がそもそも留学、この円安の中でなかなか難しいとい

うふうにネガティブに捉えていますし、保護者も一定の金額以上のお金は、行かせてあげたいけれども、行

かせられないという状況が続いています。そうした中で、今回20人を選考いたしましたけれども、その面談

の中でも、まさか自分にアメリカに行く、留学する選択肢があるとは思っていなかったのが、今回の取組で

自分にもそういう可能性があるのだということが分かったということ。また、１回目の説明会で保護者から

も、自分の家庭はそういう意識まではなかなかなかったのだけれども、それが今回のことで行くことができ

たという、そういう価値があると思っています。 

   なので、委員がおっしゃられるように、中学生、市立の中学生、小学生も含めると25万人いますので、ふ

だん学んでいる英語に限らず、国際的なものを考えることとか、そういうことがひいてはこういうことにも

つながっていくかもしれないということは、いろんな機会でフィードバックをしていこうと思いますし、ま

たこれが続いていかないと、その子たちがどういうふうにその後のキャリアを歩んでいったか、またそれを

フィードバックしていくこともできないと思っています。今回、アメリカについては最低限で３人としまし

た。なので、手法ですとか行き先も含めて、この１期生を送る中に並行して手法については考えていきたい

とは思います。 
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   あと、財源につきましても、一財だけに限らず、ふるさと納税ですとか寄附みたいなものを活用していく

ということも当然考えていかなければいけないと思います。何とか持続可能な仕組みにしていきたいと思っ

ています。 

○ 福島直子委員  分かりました。ぜひそのようにしていただきたいのと、留学先についても議論がありまし

たけれども、アメリカ大陸、今、ここのところまた行くのも恐ろしいというか心配なところがあって、大変

に親御さんや御本人も大丈夫かなと思っていらっしゃるのじゃないかなと思って、そこがまた逆に心配に

なってしまいますけれども、留学先についても多様化を持っていただくこととか、横浜の市のバックアップ

があるから安心して行けるのだという御評価があったという話で、確かにそうかなと。姉妹校とか、また現

地の支援体制も鑑みて留学先を決定していらっしゃると聞きましたので、そうした手厚い体制はぜひ取って

いただきたいと思うのです。いろんな多様な留学のチャンスは世の中にあるとは思いますけれども、逆に不

安な要素もたくさんある世の中になってしまったので、ぜひ、フォローも大変かと思いますけれども、財源

確保をした上で、また成果が出てきた段階で皆さんに応援していただくような体制もつくっていただくとい

うことで、よろしくお願いをしたいと思っております。 

   もう一つですけれども、予算説明書を見ていてもう一つ気になっていることが、先ほどありましたが、25

万人いらっしゃる生徒がみんなで１人１台端末を使っておりまして、端末の量は半端なくというか25万台以

上あるわけですけれども、それのほかにも校務用のコンピューター整備費等々で予算が取られております。

このタブレットとかパソコンは全てリースなのでしょうか。というのは、廃棄はどのような考え方で行って

いるのか、またリサイクル等の仕組みについてはどういう確認をされているのか、確認をさせていただきた

いと思いました。 

○ 高梨教育ＤＸ推進部長  御質問ありがとうございます。ただいまの学校で使っていただいている端末につ

いては、基本的にはリースという形で使っていただいております。リースアップしたものについては、当然、

学校の授業であったり校務で使っているものでありますので、ディスク上にデータが残っている場合があり

ます。したがいまして、こちらのデータを完全に消去して残らないような形で処分していただくとともにリ

サイクルにも使えるように、しっかりとした業者のほうにそちらの処分を委託して行っているというところ

になります。 

○ 福島直子委員  これは年間どのくらいの量が行き来しているものですか。 

○ 高梨教育ＤＸ推進部長  今、学校で児童生徒の皆さんがお使いいただいている端末については、年間とい

うよりは５年間、あるいは６年間使っていますので、リースアップのタイミングで数万台レベルで、児童生

徒の場合は、小学校のｉＰａｄについては今は十数万台ありますので、それぐらいの規模で発生しておりま

す。あと、学校の先生がお使いいただいているいわゆるパソコンについては、時期についてはばらばらです

けれども、年間数千台程度で新しいものに入れ替えておりますので、その際、廃棄等を行っております。 

○ 福島直子委員  分かりました。脱炭素、いろいろな環境配慮というのが、一番横浜市の市是というか、そ

れでもありますので、教育上のいろいろなことも影響を考えながら、またそのようにしてこのコンピュー

ターは処分されていくというのかリサイクルされていくのだよというようなことも、また学習の一環として

明確に取り組みながら進めていただきたいと思います。 

   あとは、最後に生涯学習費を取り上げさせていただきたいと思うのですけれども、文化財保護費というの

が計上されておりまして、今年は生涯学習費はすごく増えているわけなのですけれども、よくよく見ると新
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図書館の検討ということで額が相当増えていました。文化財保護費そのものを見ますと１億3500万ほど増え

ておりますけれども、この中で説明のところです。博物館等指定管理施設事業ということで９億9998万4000

円という予算が乗っかっていますけれども、これは12月でしたでしょうか、この委員会で議論した三殿台等

５館の指定管理者になる、横浜市ふるさと歴史財団の指定管理料と考えてよろしいでしょうか。 

○ 小野寺生涯学習担当部長  今、委員がおっしゃっていただきました９億9998万4000円のうち８億9761万

8000円が指定管理料になっておりまして、それ以外の施設につきましては、教育委員会のほうとして直接設

備などの更新などを行います費用に上がっております。 

○ 福島直子委員  承知しました。ありがとうございます。 

   そのときの議論で、新たに指定管理者として、この委員会でも承認をされたということで記憶しておりま

すけれども、ちょうど10年間で非公募という形でふるさと財団に決まりましたので、新しいスタートという

ことになると思います。 

   その点で改めて考えてみたいと思ったのですけれども、その10年間のスタートに当たりまして、これまで

の４期の指定管理者としての振り返りを、経営向上委員会から様々な指摘も受けていて、もう一歩努力をし

ていただかなきゃいけないかなという部分もあったわけでありますけれども、指定管理者としてのふるさと

財団と今後の取組について、10年間あるといえば長いから、もうちょっとゆっくりやっていくのかなという

感じもあるのかもしれませんけれども、できるだけ早くこれまでの４期においての目標設定について、指摘

も受けていることなので、きちっと実施目標というのですか実現目標を明確にしなければいけないと思うの

ですけれども、そういった実行計画のようなものはどの時点でどうやって公表されるのか、確認したいと思

います。 

○ 小野寺生涯学習担当部長  今、委員から御指摘いただいた点につきましては、通常の指定管理の管理運営

に係るものと、それから見直しに係るものの２点について御指摘をいただいていると認識しております。 

   通常の指定管理の運営につきましては、指定管理者と協定を結びまして、また年度ごとの事業計画なども

確認しながら管理運営を進めてまいります。 

   ２点目の見直しに係るものにつきましては、第４回市会定例会の常任委員会でも御回答させていただいて

おりましたが、次期の指定管理期間中でありましても博物館の在り方等については見直し、方向性の検討を

進めてまいりたいと思っております。そちらにつきましては、次期のお約束のほうは現在の時点ではまだで

きかねる状態ではございますけれども、早期に検討のほうを進めてまいりたいと考えております。 

○ 福島直子委員  中期計画とか、それから横浜市教育振興基本計画というものが改めて策定をされるところ

でありますけれども、そういうものに乗せて同じようなサイクルで全体としての文化財の事業が進むことが

望ましいのかなと思いますと、今までずっと指定管理としてやっていらしたので全体の様子はよく御存じか

と思いますから、できるだけ早く計画を明確にして、その実績を伝えていただくということが必要なのでは

ないかなと思います。ぜひ早期の提示をお願いしたいと思っております。 

   経営改善委員会のほうからも、その点については、特にふるさと歴史財団を指定管理とする市４施設５館

の在り方については、早期に市としての方向性とロードマップを示す必要があるという指摘が出ているわけ

なので、ぜひ早期に、前回の指定管理の期間で出すべきだったものが出ておりませんので、ぜひぜひ早く出

していただきたいと思っております。 

   またさらに、生涯学習文化財課というのは、その４館、５館だけではなくて、実に多様な文化施設とか、
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史跡とか、そういうものを管理されているのですけれども、これについてもこの間の教育振興基本計画であ

りました文化財プランですか、文化財プランにのっとって、これからもう一段管理をされていくということ

になるわけですけれども、これもまた膨大な時間とコストがかかる話だと思うのですね。その財源につきま

しては、これはどういうふうに、どこまで管理をしていくのかというのはなかなか専門家じゃないとという

のかな、私などは全体、全容が分からないところがあるのですけれども、これはどういうふうに横浜市とし

て取り組み、プランを立て、財源をあてがっていくのか、これはお考えがあるのでしょうか。 

○ 小野寺生涯学習担当部長  横浜市文化財保存活用地域計画につきましては、横浜市が保有する文化財だけ

ではなくて、民間の方、一般の個人の方ですとか、また団体の方など関係者の方も含めて横浜市内に所在す

る文化財を、無形・有形のものを含めて皆さんで守っていこうというものでございます。 

   財源につきましては、したがって横浜市で要求、手当てをしていくところもございますけれども、国の補

助金ですとか、あと民間の企業等で補助金を出してくださっているところもございます。あとは寄附のよう

な手法もございますし、魅力を高めて入場料ですとかの収益を上げて維持管理していくという考え方もござ

いますので、様々な手法を取りながら、文化財としては将来に向けてつなげていくために、保存、活用して

いくという考え方のものでございます。 

○ 福島直子委員  大変に広い分野で有形・無形、いろいろなものがあって、おっしゃったように民間の方が

お持ちで何々文化財というふうな指定になっているものがありますけれども、その分野別を分けるのかどう

するのか分かりませんけれども、先ほどのロードマップというようなものとか、それからそれを維持してい

くためには本来このぐらいのものが年間必要なのだみたいな一覧というのでしょうか、全体像が把握されて

いかないと、これから歴史的な価値、時間的な価値を持つものというのはどんどん増えていくわけでありま

すから、そこを学術的にはどう扱うのか、また横浜市として財政的にはどうやって手当てをしていくのかと

いうような計画が、もう少し明確に数字的に出てくるとよいのかなと、また必要があるのではないかなとも

思いました。 

   ネットのニュースではありますけれども、７日の土曜日に文化庁が国立の博物館、美術館に対して、入館

料などの自己収入を増やすように初の数値目標を定めたというニュースを見ました。国は今頃なのかなんて

ちょっと思ったわけでありますけれども、横浜市としては既に中期計画でそういった目標も立ててはいるも

のの、収入の数値目標というのは横浜市としても立てておりませんから、もしかするとそういうものも必要

になる時代かなと思います。 

   ただ、こういうことを具体化していくには、市の職員の方ももちろん携わるのでしょうけれども、専門家

と言われている人たちは、ふるさと財団にしかいらっしゃらないかと思います。そういう方たちが今どうい

う体制でやっていらっしゃるのか確認をさせていただきたいと思うのですけれども、例えば学芸員というよ

うな専門家の方々は、ふるさと財団に限ってで結構ですけれども、どのぐらいいらして、どんな活動をされ

ているのか、伺いたいと思います。 

○ 小野寺生涯学習担当部長  申し訳ありません。学芸員の数は、今、手元には持ち合わせておりませんが、

財団としては全体として50人の職員がいる中で、役職員のほうが10人いるという体制でございます。そちら

のほうで、それぞれ総務以外に学芸の課などがございまして、それぞれの時代ですとかの専門家がおります

ので、専門家が企画展の展示の企画を立てたりですとか資料の収集に当たっての選定、調査活動などを行っ

ているということでございます。 
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○ 福島直子委員  そういう専門家の方がいらっしゃると思いますので複数人、数十人いらっしゃる、二、三

十人いらっしゃると聞いているのですけれども、そういう方々の力を借りなければ、横浜市のこの文化財行

政というのはやっていけないと思いますから、指定管理をお願いしている館は限られていますけれども、ほ

かにまた協定書なり何なり、外郭団体として協力は当然いただくのだとは思いますが、具体的な数値目標な

どを共に立てていくような取組もしていただく中で、少しここの、ちょうどいろいろな計画が変わり目を迎

えましたので、仕切り直してしっかりと取り組んでいただきたいと思いますけれども、よろしくお願いした

いと思います。 

   同時に、新図書館構想というのが始まったわけですけれども、その議論の中で少し申し上げたかもしれま

せんけれども、博物館的な施設がいっぱいあって、そういった専門性のある学芸員の方もいらして、市内の

大学の中にはそういう専門家の先生もいらっしゃると思うのですけれども、そういう方たちと総合的に取り

組んでいただいて、横浜市の保有する、いわゆる有形・無形の文化財のデータ、それを新図書館のデータと

して統合できるような取組を、新図書館の構想とともに取り組んで着手をしていただくことが必要ではない

かと思うのですけれども、この取組の段取りというのでしょうか考え方については、今、お考えがあったら

教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  市民の皆様にとって知的活動の拠点というものは、図書館も、博物館も、

例えば美術館的なもの、そういったものも基本的には知的活動の拠点というくくりで考えれば、同じような

種類だというものであると考えています。そういった中で、新図書館をこれから我々は造っていきたいと

思っておりますが、図書館としての知的資源のネットワークをどういうふうにつくっていくのか、そしてそ

のネットワークに図書館だけじゃなくて、どういう外部の資源というものを入れていくのか、それはまさに

これから検討していくところですし、新図書館を進めるかどうかとは別に、図書館ネットワークの全体とい

うものも考えていかなければいけないと思っておりますので、いつまでに何をという目標自体はまだ、申し

訳ございません、持ち合わせてはおりませんが、今、委員がおっしゃった問題意識というものについては

我々も全く同感だと思っておりますので、一つ一つ順番に段取りを踏みながら進めていきたいと思っており

ます。 

○ 福島直子委員  分かりました。ぜひ、ふるさと財団などの協力も仰いで、また専門家の方の識見も入れて

いただいて、そういうつもりで全ての所属する機関や保有する財産、文化財を生かしていくのだ、活用して

いくのだというのが文化財プランの趣旨でありますから、そういう取組を期待したいと思いますが、最後に

教育長にその辺の所見を伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○ 下田教育長  あらゆる資源をどう生かすかということで新しい時代のステージに入りますので、委員が

おっしゃるような考えは我々の念頭にもありますので、しっかり踏まえて対応してまいります。 

○ 福島直子委員  よろしくお願いいたします。 

○ 大岩真善和委員長  それでは、他に御発言もないようですので、審査委嘱されました予算議案の審査を終

了いたします。 

―――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――― 

◎ 市民の豊かな学びに向けた図書館ビジョンの推進について 

○ 大岩真善和委員長  次に、報告事項に入ります。 

   市民の豊かな学びに向けた図書館ビジョンの推進についてを議題に供します。 
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   当局の報告を求めます。 

○ 下田教育長  それでは、御説明をいたします。 

   市民の豊かな学びに向けた図書館ビジョンの推進について。 

   横浜市図書館ビジョンの具体化に向け、令和６年12月に公表した今後の市立図書館再整備の方向性に基づ

き進めている各種取組について、８年度予算案の状況とパブリックコメント等を踏まえた、新図書館整備基

本構想の内容について御報告をさせていただきます。 

   ２ページを御覧ください。 

   令和８年から11年度で実現を目指す主な取組について、改めてお示しをしております。 

   さきの常任委員会においてお示しをいたしましたが、令和11年度までを第１フェーズ、令和12年度以降を

第２フェーズと捉え、主に４つの取組を進めていくことをお示しいたしました。これらの取組について、８

年度予算案の状況を踏まえ、御説明をいたします。 

   ３ページを御覧ください。 

   ２、地域図書館の老朽化対策について御説明をいたします。 

   地域図書館は、記載のとおり、再整備等リノベーションの時間軸を意識した２つの取組を進めていくこと

といたします。 

   ８年度に関しては４億7310万円の予算を見込んでおり、再整備に関しては最も古い港北図書館の再整備検

討と、12年度完成予定の鶴見図書館と豊岡小学校等の複合施設の整備を進めてまいります。 

   リノベーションについては、神奈川、保土ケ谷、瀬谷の３館の設計・施工、中、南、都筑、金沢、戸塚の

５館の設計を行います。 

   ４ページを御覧ください。 

   ３、図書館サービスへのアクセス性向上について御説明をします。 

   現在、12か所の図書館取次拠点を令和11年度上半期までに40か所程度になるよう増設を進めてまいります。 

   ８年度に関しては３億971万円の予算を見込んでおり、ブックス＆ラウンジの、仮称となりますが、身近

な公共施設等の活用、それぞれについて設計や工事等を進めていくとともに、これらの新拠点の開設に向け、

図書館情報システムの改修や物流の検討・設計を併せて進めてまいります。 

   ５ページを御覧ください。 

   ４、図書館サービスの充実について御説明をいたします。 

   ①デジタル技術の活用については、電子書籍の拡充や多様な体験の提供を進めるとともに、ＩＣタグの導

入による利便性向上などに取り組むこととしています。 

   ８年度に関しては１億6173万1000円の予算を見込んでおり、地域図書館での実証実験や、のげやま子ども

図書館へのデジタルコンテンツの導入を行います。 

   また、②司書の力を生かしたサービスについては、司書の専門性を生かした多様なサービスを展開するこ

ととしており、８年度は専門性向上に向けた司書の人材育成や、多様な主体と連携したイベントの実施など

を通じ、読書活動の推進を図ってまいります。 

   ６ページを御覧ください。 

   ５、新図書館の整備について御説明をいたします。 

   新図書館整備については、来年度以降基本計画・設計等に進んでいくことを目指し、８年度に関しては
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8400万円の予算を見込んでいます。 

   昨年12月に新図書館整備基本構想の素案を公表し、市民意見募集等を実施いたしましたので、次のスライ

ドから基本構想の策定に向けた検討状況を御報告いたします。 

   ７ページを御覧ください。 

   パブリックコメント等の状況について御説明をいたします。 

   まず、パブリックコメントについてですが、スライドの左側に概要をまとめております。12月17日から１

月19日の期間中に合計で681通、1090件の御意見をいただきました。 

   御意見の分類としては、基本構想素案への賛成の御意見が35件、新図書館整備を推進する上で新図書館の

具体の機能への提案・期待等が611件、図書館施設全般や地域図書館等の取組への御意見が293件、新図書館

整備より他の図書館施策を優先すべきという御意見が27件、基本構想素案の内容の見直しに関する意見が35

件、財政的視点等からの見直しに関する意見が９件などの御意見をいただきました。 

   続いて、ページの右側、意見交換の実施状況について御説明をいたします。 

   新図書館整備に関する座談会を実施し、約90名の方に御参加をいただきました。また、地元・団体等への

ヒアリングを４回実施いたしました。 

   パブリックコメントや座談会、ヒアリングでいただいた主な意見は８ページにまとめております。 

   一番上の黒丸にある多機能型の新図書館への期待など新図書館整備推進に関する御意見や、一番下の丸に

ある財政的な懸念などの御意見もいただきました。後ほど御覧いただければと思います。 

   ９ページを御覧ください。 

   素案の修正について御説明いたします。 

   いただきました御意見を踏まえ素案を修正し、新図書館整備基本構想として３月中旬に公表することを予

定しています。 

   パブリックコメントでいただいた御意見への対応状況と素案からの主な変更点について、視点、いただい

た御意見の例、修正後の記載内容を12ページまで一覧でお示ししておりますので、後ほど御覧ください。 

   13ページを御覧ください。 

   素案の修正に関し、多くの御意見をいただいたまちづくりとの連携の視点について、整備基本構想へ追加

することを予定しています。価値向上と地域課題の解決を目指し、関係部局と連携しながら進めてまいりま

す。 

   14ページを御覧ください。 

   さきの常任委員会で御意見をいただいた、教育委員会事務局における財政ビジョンを踏まえた主な取組に

ついて御説明をいたします。 

   財政ビジョンが掲げるベンチマークの実現に向けて、教育委員会事務局では、①個別事業における公民連

携の工夫、②公共施設再整備の機会を捉えた周辺施設との再編、③少子化を踏まえた学校規模の適正化など

に取り組み、市長部局等ともしっかりと連携をしながら、財政の持続可能性の確保の視点も持ちながら新図

書館の整備をはじめとする必要な施策を推進していきたいと思います。 

   説明は以上となります。 

   なお、本日はほかに、新図書館整備基本構想、新図書館整備基本構想概要版、新図書館整備基本構想素案

に関する市民意見募集の実施結果の３点を資料として御用意いたしました。併せて御確認いただければと思
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います。 

   説明は以上となります。よろしくお願い申し上げます。 

○ 大岩真善和委員長  報告が終わりましたので質疑に入ります。 

○ 古谷靖彦委員  ありがとうございます。少し伺います。 

   今、御説明いただいた図書館ビジョンの推進についての素案の修正のところで、書店の連携のところが先

ほど少しありました。具体的に、すみません、イメージが湧かないもので、どういうふうに書店との連携と

いう取組の実施というのはされるのか、伺います。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  書店というものは現在どんどん減っているわけなのですが、活字文化を

守るという意味では、我々図書館も民間さんが中心にやっている書店も同じような種類だと思っております。

そういった中で、同じ活字文化を守っていくという観点から、できることは何だろうということをこれから

まさに考えていく段階ですので、今この段階での何かぱちっとした具体例が、ごめんなさい、今ここで申し

上げることはできないのですが、例えば、最近新しくできた、ららぽーとにあります図書取次所の中でも、

ちょっとした読み聞かせコーナーみたいなのがあるのですが、同じららぽーと内にあります書店さんと連携

をしてイベント的なものを行ったりとかをしています。そういうようなことを、例えば新図書館もそうです

し、例えばほかの図書館でもできるのじゃないかですとか、ブックス＆ラウンジみたいなものをこれからつ

くっていきたいと思っておりますので、できることをやって書店さんと一緒に活字文化を守っていこう、そ

ういう観点から今回記載をしたものでございます。 

○ 古谷靖彦委員  今のお話だけでは、よく分からないなというのはあるのですけれども、また教えてくださ

い。 

   あと、その前のページですか、基本構想素案からの変更のところで、30年ぶりに整備される本市19館目の

図書館でありという記載ですよね。ここは結構大きな変化なのかなと思うのですけれども、事実上、１区１

館は横浜ではなくなったということの、19番目とわざわざ書くというのは、そういうことかなと思ったので

すけれども、これはどういう意味なのでしょうか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  わざわざここの19館目と書いた趣旨は、そこの横の御意見の例にもあり

ますとおり、例えば新横浜にできるのであれば、古い港北図書館は廃止ということにならないことを切望し

ていますというような御意見を直接いただいております。さきの常任委員会でも、１区１館との関係で港北

図書館との関係で御質問がありましたが、我々として港北図書館は、今、再整備のほうを検討しております

ので、新図書館が新横浜にできるからといって港北図書館がなくなるということを考えているわけではござ

いません。その意味で明確に、まず既存館を存続しますよということで、本市19館目の図書館と書きました。

まず、これが直しです。 

   その上で、御質問の１区１館のところにつきましては、これからも引き続き基本として我々は維持してい

きたいと考えております。ですから、各区の地域館についても、リノベーションであったり地域の拠点とし

て充実させていきたいと思っているのですが、その上でなかなか１区１館では対応できなかった時代やニー

ズの変化、こういったものが出てまいります。そういったものも踏まえて、例えばブックス・ラウンジで

あったり新図書館の整備ということをこれから考えていくということでございますので、１区１館を維持し

ながら、ベースとしながら、それらの取組によりまして時代のニーズや変化のニーズに対応できるように、

総合的に図書館全体で何ができるのかという観点から、我々は引き続き取組を進めてまいりたいと思ってお
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ります。 

○ 古谷靖彦委員  そのときに、今回、新横浜に新図書館が整備されるということになりますから、言ってみ

ればその近隣の住民の皆さんにとっては非常に図書サービスのアクセスは劇的に向上すると思うのです。一

方で、横浜市全域から見ると、不公平感もやっぱり一定出てくると思うのですよね。それは、もう少し面的

に捉えたときに、平等性とか、公平性とか、そこら辺はどういうふうに整備に当たって考えられているのか。

地域館だって、多分、蔵書数の違いが相当あると思うのですよ。そこら辺はどうどういう考え方ですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  新図書館と地域館は、確かに、機能が違うと言ってしまえばそれまでな

のですが、実際、今、委員がおっしゃったとおり、物理的なアクセスのしやすさといった点では、もちろん

大きな図書館が近くにあるかないかは変わってくると思っています。その意味で、市立図書館全体で面的に

アクセス性を向上していくという観点で、今回、カウンタータイプだけの取次ぎ方だけではなくて、立ち寄

れる読書環境ができるようなブックス＆ラウンジというものを、11年度までの向こう４か年ぐらいで各方面

に１か所以上はつくっていきたいと思っておりますし、またあと各区の地域館も再整備の機会を捉えて増床

をするなど、そういったことも考えていきたいと思っております。そういうことによって、市立図書館ネッ

トワーク全体でサービス改善に努めていきたいと思っております。 

○ 古谷靖彦委員  ありがとうございます。別の視点で伺います。 

   新図書館が増設されて、取次ぎとの物流の課題を解決するのだということも大きな役割だと思います。そ

の際、物流という視点でいうと、学校と市立図書館との物流の問題というのですか、これも結構様々なとこ

ろで私も陳情というか要望とかよく受けるのですけれども、これをもう少し解決する役割を果たしてもらえ

ないかなと思っているのですけれども、そういう課題を一つ、この新図書館の検討の中に入っているのか

入ってないのか、伺います。 

○ 大塚中央図書館長  先生方からも、教職員の方に、今、図書の貸出しを行っていますけれども、お近くの

図書館まで取りに来るのが御負担だというお声は聞いております。これまでも中では検討してきましたが、

現状では物流網が逼迫しているですとか、新たな配送ルートをつくるのがコストがかかるなどの課題もあり

まして、なかなか抜本的な解決というのは難しい状況でした。今後、取次拠点を増やしたりとか、いろんな

図書館ビジョンで取組をしていきますけれども、そういった中でどういったことが取組ができるのかという

ことは、引き続き検討はしていきたいと考えております。 

○ 古谷靖彦委員  せっかくこれだけ物流のことをぐっとフューチャーしてやるわけですから、そこは改善を

図っていただきたいと思いますし、改善を図る際に、学校図書館というのはそれぞれ個別で頑張られている

のだけれども、それらがもうちょっと機能的に有機的につながるということも考えるべきだし、一つ一つの

学校図書館を支援することをもう少し、じゃあ誰がやるのですかということをぜひ考えて、こういったとき

に位置づけも考えてもらいたいなと思うのですけれども、いかがですか。 

○ 大塚中央図書館長  子供たちの読書活動を推進していく上で、市立図書館と学校図書館が連携していくと

いうことは不可欠だと考えています。そうした考えの下で、現在でも図書の貸出しのほかに、例えば学校の

図書館の司書の方の研修ですとか、あるいは学校図書館の蔵書をどう構築したらよいかという御相談を受け

たりですとか、あるいは学校で今様々本を使った授業もされていますけれども、そういったところに司書を

講師として派遣したりですとか、図書館としてもできることは積極的に取り組んでいるところでございます。

今後も、そういった取組は引き続きやっていきたいと思っております。 
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○ 古谷靖彦委員  その今やられていることをちゃんと位置づけるということも必要だと思うのです。なので、

名前は分かりませんけれども、学校図書館を支援するセンター的機能も少し果たしていくようなことも考え

ていただきたいということ、これは要望でお伝えしておきます。 

○ 井上さくら委員  先に今御説明いただいたスライドというか資料のほうから、４ページかな、５ページか

な、この図書サービスへのアクセス性向上のところで、図書取次拠点が現在12か所あります。これを令和11

年上半期には40か所程度にしますという記載がありますけれども、一つは現在の図書取次サービスのうち、

ここにも書いてあるのですけれども、行政サービスコーナー併設が２か所あって、行政サービスコーナー自

体が市民局のほうで廃止をしていくということに、この２か所は入っていますよね。早いのは来年度末には、

今現在、図書取次ぎと併設になっているところの行サビがなくなると。ここのところを、もう１年でなく

なっちゃうわけですから、考え方とか、どういう準備をしていっているのかということを伺います。 

○ 大塚中央図書館長  今、東戸塚と二俣川が行政サービスコーナーに併設をしておりまして、ここが閉じる

ということで今後の方向性については検討を進めているところでございます。ただ、この２つにつきまして

は、やはり駅の近くということで御利用の方も非常に多いという状況もございますので、サービスが継続で

きる方向で検討を進めているところでございます。 

○ 井上さくら委員  それはぜひやってもらいたいし、それからどちらも駅直結型で利便性が高くて利用者も

多いというところがあるので、代わりの場所とかを探すにしても、そこのところが後退をしないようにして

もらいたいと思います。 

   特に東戸塚のほうは令和８年度末に閉じるということになっているということは、来年度のうちに見つけ

て用意しなきゃいけないじゃないですか。それはそうするということでいいと、そこを具体的にはどういう

ふうに考えているかというところ。 

○ 大塚中央図書館長  東戸塚の場所でどのような形でサービスを継続できるかということについては、まだ

具体的な場所というのは決まっておりませんけれども、サービスが途切れることがないように対応はしてい

きたいと考えております。 

○ 井上さくら委員  分かりました。それと、ここの同じページにあるブックス＆ラウンジなのですけれども、

取次拠点の10か所を、令和９年度オープンで10か所新設ということなのですけれども、おおむねその方面と

か、ここに書いてある青葉台周辺と上大岡、それから横浜駅周辺というところまでは書いてあるのですけれ

ども、それ以外の方面とか、その辺りについてのバランスとかいうこともあるし、それから新図書館の位置

が新横浜と出されているということからすると、どういうふうに考えているのかということを御説明いただ

けないでしょうか。 

○ 大塚中央図書館長  すみません。９年春にオープンする10か所のうち８か所については身近な公共施設型

ということで、地区センター等の施設を活用して設置することを検討しております。その具体的な場所につ

いては、今、区役所なども含めて調整を進めているところでございますけれども、委員からお話があったと

おり、今、ブックス＆ラウンジについては青葉台と上大岡でまずは設置をするという方向が出ておりますの

で、市域のバランスを見ながら場所については計画的に設置をしていきたいと考えております。 

○ 井上さくら委員  今、そうすると青葉台と上大岡はちょっと違う感じで、ここに書かれている写真のイ

メージというのは結構広さもある感じなのだけれども、身近な公共施設の活用で８か所というのが地区セン

ターとかだと、今現在もう既にそんなに場所はないわけですよ。地区センターの中にちっちゃな図書コー
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ナーとかがあったり、ケアプラとかもありますけれども、そこが子供たちの居場所になっていたりとかとい

うことがあります。そうすると、そこに新たにというかブックス＆ラウンジというのが果たして入れ込める

のかね。建て替えとか増設とかするなら別だけれども、今ある地区センとかケアプラの箱の中で、結局何か

をどかしてやらなきゃいけないということになっちゃいませんかね。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  すみません。分かりにくくて申し訳ございません。まず先に、黒丸の下

のほうの身近な公共施設等の活用型、これは例えば地区センターとか、例えばケアプラとかというものに、

今実際、地区センも、ケアプラにはカウンター的なものがありますけれども、そこの横に図書取次ぎができ

るようなカウンターを置くようなタイプのものでございまして、ここの４ページの写真にありますような滞

在型の環境というものは、この身近な公共施設等の活用型のタイプというのは設ける予定はございません。 

   あくまでも滞在環境があるものは、この上のほうのブックス＆ラウンジというものでございまして、これ

を２ページのスライドでは、市内でいけば４か所以上に我々はつくっていきたいと思っておりますので、例

えば市域を４方面に分けて、例えば１か所以上とか、そういうような形で考えております。そのうちの２つ

が青葉台と上大岡でございます。 

○ 井上さくら委員  分かりました。ブックス＆ラウンジは市内全体で４か所で、そのうち２つは青葉台と上

大岡で、もう一個は横浜駅周辺と書いてありますよね。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  ２ページにありますとおり４か所以上ということですので、４か所とい

うふうに別に決めている意味ではございません。ただ、少なくとも市内全域で、先ほど古谷委員からもあり

ましたアクセス性というものが横浜市の場合は確かに劣っておりますので、身近に立ち寄れる滞在環境は、

その４方面というものを念頭に置きながら、場所の確保とかもございますので、そういったことで整備をし

ていきたいという意味で４か所以上という記載をしております。 

○ 井上さくら委員  分かりました。今、御用意いただいたこのスライドのほうには書いてないのだけれども、

基本構想の本編は、今までもこの常任委員会では御説明いただいた図なのですが、15ページのところに従来

の図書館の姿と今後の図書館ということで、新図書館と中央図書館、地域館、それからその間のところに一

部の地域館というので中規模館というもののイメージ図が出ています。この間の議論でも言ってきたことで

すけれども、新図書館というのがここで先にできて、規模とか事業費とか大きなものが出されてきている。

一方で、地域館の改修や、そこの使いやすさとか、そしてそれが一部分は中規模館になっていくのだよと。

ここのところが新図書館の、今回、中心はこの新図書館整備基本構想だから新図書館のことの話が中心なの

だけれども、新図書館が造られるのと同時に、ここのイメージももうちょっとはっきりさせてもらわないと、

この新図書館のほうにお金がたくさん使われて、エネルギーが使われて、結局、地域館やこの中規模館とい

うところ、一番、多くの市民にとっては身近なところが、果たしてどうなるのかというところが後回しにな

らないかというのは結構議論になっていたと思うのですよ。 

   今回のこの基本構想は、新図書館中心だけれども、16ページのところとかにも地域館と中規模館のことと

か書いています。この辺をもうちょっと、じゃあ中規模館というのが、今度、鶴見で鶴見図書館が豊岡の小

学校と複合化されます。それはほぼこの中規模館ですよね。そうすると、それ以外に何か所ぐらいが中規模

館と想定されているのか、その辺をお願いします。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  今、委員からお話がありましたとおり、鶴見は、この16ページの表２の

真ん中にあります中規模の地域館、5000平米という形で、今、事業者との契約とかに向けて事業者調整のほ



 

－４２－ 

うを行っているところでございます。その上で今の委員からのお話は、ほかに何館ぐらいというお話だと思

うのですが、先ほどの古谷委員からの御指摘もあったとおり、横浜市は面積が広いと思っておりますので、

例えばこの地域館を鶴見だけにするのかとなりますと、またそれはアクセス性という観点から不公平だなと

思っておりますので、例えば東西南北なのか、例えば東西なのか分かりませんが、例えば方面別に整備をし

ていって、ある程度、全市的な市域バランスというものを考えながら中規模館についても整備をしていきた

いと思っております。 

   その上で、その中規模館の再整備をいつやるのだというお話が次に多分あると思うのですけれども、これ

まで私、地域館の再整備はそれぞれの地域のまちづくりの進捗と合わせますというようなお話をさせていた

だいております。ですので、全市的な市域バランスであったり各市内の方面で行われているまちづくりの進

捗、こういったものを合わせながら、また財政状況とかこういったものを合わせながら、ここは例えば5000

平米とかというふうに判断できると考えておりますので、今後の地域館のどこがどれぐらいの大きさ、どこ

がどれぐらいの大きさという詳細な再整備計画を示すことは、申し訳ございませんが、なかなかできないと

思っております。 

○ 井上さくら委員  同じことはやりませんよ。つまり、逆に言うと、そこのところは進捗がないのだなとい

う感じね。何も詳細なことをこの場で言ってくれとは言っていません。ただ、バランスとか、市民にとって

のアクセス、これだけ広い横浜市の中での、そういうものを全体としてある程度提示がないと、この新図書

館を新横浜に造りますということが果たして妥当なのかということも含めて全体像がある程度示されないと、

非常にピンポイントにここだけでいいのかなとかとできないじゃないですか。だから、詳細はいいけれども、

この地域館と中規模館の、今、例えば東西南北とか、例えば東西とかは例えばだけだと全然違うわけですよ。

だから、そこは当然古いところとか再整備が必要な館とかということがある中で、今回、この新図書館整備

基本構想の原案で示されているのだけれども、ここは結局その部分は何も進まないのだなと。ここでは、今

まで言っていたのと同じだから、そういうことでいいのですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  地域館の再整備について、どのような見通しを持っているのかというこ

とにつきましては、さきの第４回定例会の常任委員会においても御意見をいただいております。その際の答

弁の繰り返しになってしまって申し訳ないのですけれども、まちづくりの検討状況につきましては、都市整

備局等関係局とも日頃から情報交換を行っています。例えば、私、先ほど４方面という話をしましたが、市

西部でいえば、例えば相鉄線鶴ケ峰駅周辺、また市南部でいえば、例えば上大岡駅周辺のまちづくりの検討

が進んでいます。ですので、こういった動きが具体化した段階から地域館の再整備に着手をしたいと思って

おりますし、また併せまして地域館は中央の17館ございますけれども、この再整備を一巡させるためには、

現在やっております鶴見、港北に加えて新たに２館程度は次の４か年で検討のほうを着手していきたいとい

う希望を持っています。そうしていかないと、全十何館の再整備にとても時間がかかりますし、40年ぐらい

既に開館から年数がたっているのもございますので、まちづくりの動向と合わせながら具体化をした際に、

その機を捉えて地域館の再整備には着手のほうをしていきたいと思っております。 

○ 井上さくら委員  結局変わらないのですね。だから、新図書館のほうは具体化していこうというのがある

けれども、それ以外の全体像は相変わらずだなと。そこはちょっと、それだと横浜市全体の図書館のビジョ

ンの中で新図書館だけが突出して定まっていくというところは違和感というか、それでいいのかと思わざる

を得ないのですね。 
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   スケジュール感のところで、本編のほうの５ページにプロセスがありますけれども、これによると令８年

度以降、以降にはなっていますが、現在、今回出されているのが基本構想で、次は基本計画となっています。

この基本計画ではより具体的な整備内容、それから事業手法が定められるとありますけれども、これは令和

９年度に定めると、この基本計画は９年度に定めるということなのでしょうか。違った。間違った。９年度

じゃない。令８年度だから、来年度の令８年度のうちに定めるものということですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  今お話がありましたとおり、我々としましては今回基本構想でお示しし

たコンセプトをよりブレークダウンして、より具体化をしました基本計画を８年度の中で策定していきたい

と考えております。 

○ 井上さくら委員  この１年で、事業手法だとか内容だとかを決めていくということになるわけですね。そ

うすると、例えばその手法、この中にも後ろのほうでしたか、これは新図書館だけではないのだけれども、

公民連携。ここには他都市の事例を参考にした定期借地とか民間施設の賃貸とかいろいろ書いてあります。

そうなると、あと１年以内に定める新図書館の基本計画で、こういう整備手法も確定するところなのですね。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  今回、パブリックコメントを行いましたが、新図書館整備に対して期待、

そらから早く造ってほしいという声を多くいただいておりますし、これまで市会においても新図書館の、大

きさは別として、早く図書館の整備に、新しい図書館に着手してほしいという声についてはいただいている

と思っております。 

   したがいまして、今、図書館不足と、図書館貧困というような横浜市において一刻も早く、図書館サービ

スを改善するという意味で新図書館は非常に大事なものだと我々は思っております。したがいまして、来年

度一年間ございますので、今回お示した基本構想をより具体化するために一番いい手法、図書館にとってメ

リット、よい図書館を造るための手法として何があるのだということを来年一年間考えまして、事業手法の

ほうは固めていきたいと思っております。 

○ 井上さくら委員  そうすると、このスライドというか説明資料のほうの14ページの新横浜の辺りのまちづ

くりとの関係とかが出てくるのだけれども、例えば新横浜のまちづくりが仮に、こちら側はほぼ区画整理は

済んでいるけれども、例えば再開発手法を用いるかとか、あるいは様々な他の機能とか事業とかと複合化す

るのかとか、そういうものによっては、この基本計画の中にはそれがもう入ってくるということですよね。

そうすると、現状、考えられているこの新横浜の特定の土地で２万平米の図書館、これに追加して別の機能

をつけるという考えはあるのかないのか、それはどうなのですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  すみません、確認ですが、別の機能というものは、図書館とは別という

意味でよろしいですかね。 

○ 井上さくら委員  はい。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  我々、今回の新図書館整備基本構想をお示しして新しい図書館を造りま

すと、造りたいというようなコンセプトの話をしております。例えばそのコンセプトを実現する際に、御意

見でもございましたが、多機能型の新図書館だけではなくて、その図書館の機能をより向上させるような複

合化みたいなものについても考えてほしいという意見もいただいております。ですので、ここの今回の新横

浜の土地を種地として、図書館プラスアルファというような複合化というような方向も、もちろんそれは考

えていきたいと思っております。 

○ 井上さくら委員  それはどこまで広げていくのだろうという感じがするのだけれども、ここの今、新横浜
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の特定の土地の中で２万平米というのが、これは図書館のいろんな機能を含めて、例えばカフェみたいなも

のも含めて２万平米じゃないですか。それは、今、皆さんのおっしゃっている図書館機能の中に、民間のノ

ウハウだとか民間の一部分を入れるものも含めて２万平米なのだけれども、今、部長がおっしゃったのは、

図書館としての２万平米以外のものも、複合化も選択肢の一つだよと言っているということ。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  今、我々の考え方としまして、新しい図書館で考えているコンセプト、

新しい図書館で考えている機能というものを積み上げていくと、まず２万平米程度の大きさが必要になると

考えておりますが、大事なことは規模を全て、例えば直営でフルセットで造るという意味ではなくて、例え

ば２万平米のうち1000平米程度、我々の新しい図書館の機能とマッチするような民間さんの機能があれば、

その２万平米のうちの一部、例えばワンフロアとか、それは分かりませんが、そういうものを入れ込むとい

うことも別に、もちろんそれはゼロベースから考えていく必要があると思っておりますので。 

   単純な純増という意味ではなくて、我々が新図書館として考えている機能であったりというものを実現す

るために、よりよい相手とかよりよい組合せ、そういうものを来年度の基本計画の中で考えていきたいと

思っております。 

○ 井上さくら委員  微妙に修正されたような気がするのだけれども、今のはだから２万の中で、２万のコン

セプトの中に事業主体は別に公設公営だけじゃありませんよということを部長はおっしゃったのだけれども。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  そうすると、図書館の外の中でやるやり方もあるでしょうし、図書館の

中に入ってもらうというやり方もあるでしょうし、それは組合せとしていろんなやり方があると思いますと

いうことを申し上げているわけです。あたかも図書館の２万平米が絶対で金科玉条で、これを全て複合化す

るためには外をくっつけなきゃいけないという考えには今現在は立っておりませんと。それは図書館の中で、

２万平米の中で考えることもあるかもしれないし、図書館の外でやったほうがより民間さんの機能が発揮し

やすい、例えばより収益事業……仮にですよ、民間施設的なものが収益を上げるのであれば、図書館の外の

ほうがいいかもしれませんし、それは分からないので、そういったことも踏まえて来年度は考えていきたい

という意味で申し上げております。 

○ 井上さくら委員  つまり来年度、そういう事業手法だとかも含めて基本計画を策定すると言っている割に

は、そもそも今出している２万平米の図書館以外の機能を複合、別の民間や、例えば豊岡だったら図書館以

外にいろんなものをつけるわけですよ。そういう複合化があるのかないのかというところが、それが、今、

あるかもしれないし、ないかもしれないなのですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  例えば８ページに主な意見の概要とかを入れておりますけれども、７

ページ、８ページです。例えば子供も大人も楽しめる、子供の遊び場的な機能みたいなものを入れてほしい

という意見をいただいております。それを例えば豊岡の場合は、図書館の外に子育て広場みたいな形で用意

をしましたけれども、今回例えば親子フロアのように図書館の中に入れるやり方もあるわけですよね。そう

いう意味で、図書館の中か図書館の外かということを現時点では決めておりませんということを申し上げて

いるわけでございまして、新横浜の特性であったり今回寄せられた利用者層を想定しながら、複合化なのか、

複合化をするのであれば複合相手というものについては考えていきたいという意味で申し上げております。 

○ 井上さくら委員  今の話を聞いていると、つまり、一つは令８年度のうちに、その整備手法を含めた基本

計画というのが果たしてできるのかなという感じがします。例えば、よくこういうのを造るのに、特にこの

公民連携ということでいえば、サウンディング調査とかをやるのだけれども、この新図書館に関してはサウ
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ンディング調査的なことは今までやっているのですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  委員がおっしゃっているサウンディング調査というものが何を具体に明

示されているのかは、すみません、それは複合相手の市場調査という意味ですか。 

○ 井上さくら委員  そういうことも含めて、横浜市は公民連携で何かやろうとするとサウンディング調査と

いうのをやるじゃないですか。その対象とかはいろいろですよ。だけれども、この新図書館に関しては、ど

ういう対象ですかと私に聞かれても困るのだけれども、そういう新図書館に関連してサウンディング調査的

なものはやったことあるかということです。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  そうしましたら、我々として新図書館をこういう形で造りたいというコ

ンセプトを今お示ししている段階ですので、その次にある複合相手としてのサウンディング調査みたいなも

のはまだ行ってはおりません。 

○ 井上さくら委員  何となく限定的にされておりませんと言われた……。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  すみません、限定をした意味は、いわゆるサウンディング調査、市場調

査みたいなものは行っていませんが、例えばパブリックコメントであったり、ワークショップであったり、

その前の座談会であったり、例えばこういう機能を入れてほしいという意見をいただいておりますので、そ

れも私はサウンディング調査だと思っております。ですので、その意味で複合的な市場調査というものは

行っていませんという限定の意味を申し上げたわけです。 

○ 大岩真善和委員長  井上委員、新しく場所は決まっておりまして、あそこにどういうものを造るのかとい

うことで……。 

（「場所は決まってないよ」と呼ぶ者あり） 

○ 大岩真善和委員長  候補地としてではなくて、それをどうするのかというのは、これからというところも

あると思いますが、そろそろまとめていただいて。 

○ 井上さくら委員  分かりました。ごめんなさい、そのサウンディング調査の定義まで戻っちゃうとおかし

な話になっちゃうのだけれども、パブリックコメントとは別に横浜市は、企業を対象にした市場調査とかサ

ウンディング調査というのをやっていたわけですよ。だから、そういうのを考えているのかどうかというの

を、取りあえずはここでコンセプトを出しました。場所は決まっているか決まってないかという話があった

けれども、令８に、だけれども公民連携の手法を取り入れながら１年で基本計画を策定しますと。そうなる

と、サウンディング調査はこの令８の中ではやるのですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  サウンディング調査という形式ばったやり方でやるかどうかは分かりま

せんが、あくまでも複合相手を探していく上では何らかのサウンディングはしないとできませんので、その

意味でサウンディング調査というのはやっていきます。 

○ 井上さくら委員  サウンディング調査をやっていくと。だから、場所の問題とか、異論ももちろんあるし、

それから希望とか事業費とかということもあるし、それから図書館は、基本的には図書館法などでも原則と

いうか基本無料なわけですよ。図書館は対価を取ってはならないというのがはっきりした法律で定まってい

るからね。そこにあまりにも図書館の中に、カフェとかレストランとかのレベルならともかく、居場所的な

ものであるとか、そういうものが結局有料でないと使えないとなっていったら、それは趣旨が違うのじゃな

いかなと。だけれども、その２万の中にも例えばいろんな形で公民連携だということになれば、そこには当

然有料サービスだとかというのが発生していくのかなというところなんかの考え方が、これだけ見るとよく
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分からない。 

   それともう一つは、図書館自体の運営方法は直営なのか、それとも指定管理とかも考えているのか、そこ

はどうなのですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  幾つか順番に、まずお答えをします。 

   まず、運営方法でございますが、事業手法とセットでどういう運営形態のほうがいいのか。例えば純粋に

直営だけにするのか、指定管理的なものを入れて例えば一部分の委託みたいなものをやっていったほうがい

いのか、さらには豊岡でやっているようなＰＦＩみたいな形がいいのかということも含めて、整備手法と一

緒にまず来年度、考えていきたいと思っています。 

   それから、最初のほうにありました図書館の原則との関係でいくと、図書館は基本的に無料が原則ですの

で、新図書館についてもそこをベースとした上で、先ほど私、サウンディング調査という固有名詞的な言い

方をしましたが、サウンディングをしていく中で、民間業者さん、例えば図書館無料の原則を揺るがせない、

世界で収益的なものを用意するのかどうかということを来年度民間さんと議論する、まさにサウンディング

をしていきますので、そこの中で考えていく必要があるだろう、検討していく必要があるだろうと思ってお

ります。 

○ 井上さくら委員  豊岡はＰＦＩだけれども、図書館は直営なのですよね。そうなのです。だから、そこは

優れているところとか、図書の司書さんだとかをちゃんと長期で公務員としてしっかり育てていくとか、安

定的な運用とか、それから学校などとの連携、さっきもありましたけれども、学校図書館との連携とか、

様々な面できちんと直営というのを守っていくというのが私は大事だと思っているのです。それと、複合化

とか民間との公民連携ということを出していますけれども、それはつまり財政的なところのやりくりのため

に公民連携と。だけれども、その結果、大きな新図書館を港北に造るために、そこにいろんな民間のお金を

入れていかなきゃいけない。それは結局市民にとっては、図書館なのだけれども、行くと何となくお金を

いっぱい使わなきゃいけないようなサービスが周りにあるよと。それだったら民間がやっているブックカ

フェとかがあるわけですよ。そういうのと似たような、それが大きいものになっちゃったのでは意味がない

と思うから、そこは本末転倒にならないようにね。お金が足りないからといって民間を入れなくちゃいけな

いというのだったらば、本当に必要なお金の中で地域館の拡充であるとか、そういうところをちゃんと立て

てやってもらいたいと思います。 

○ 下田教育長  委員も御覧になっているかもしれませんけれども、国内外で先進的な取組をしている図書館

自体は、今の図書館と少しずつ形を変えようとしています。それはあくまでも図書館を利用する方のニーズ

が変わってきて、そこに応えるためのどういうものをつくるかという模索をしている結果の中で、全て成功

しているのではなくて、いいものと悪いものがあると。だから、そこを目指していく中で、複合化であると

か、どのような形で民間が隣接することによってサービスを提供するかは多分大きな潮流になっているので、

そこを研究した上で目指していきますので、委員が言われている趣旨のことと方向は一致していると思いま

す。ただ、今の時点では言えないということもあるということなので、これは我々も一生懸命研究していま

すので、そこについてはしっかり申し上げたいと思います。 

○ 大岩真善和委員長   すみません、議論から２時間を超えたところなのですけれども、休憩を取るべきか。

まだ質問されますよね。皆さん、まだたくさんされますね。 

   それでは、まだ議題も残っておりますけれども、この際、休憩をしたいと思います。 
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   再開は15分後ということで、16時20分再開といたします。よろしくお願いします。 

           休憩時刻 午後４時04分 

―――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――― 

           再開時刻 午後４時19分 

○ 大岩真善和委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

   質疑を続行いたします。 

○ 鈴木太郎委員  ありがとうございます。なかなか盛りだくさんの内容になってきましたけれども、新図書

館にどうしても注目が集まる感じで、だからせんだって北陸に行ったので石川県立図書館に行こうと、金沢

で帰りがけに途中下車をして行きましたら休館日でございました。残念でしたけれども、だけれどもそれで

も随分分かることがあって、アクセスがむちゃくちゃ悪いところでして、カーシェアで車を借りて行かない

と行けなくて、しかも広大な敷地に大きい建物が建っていて単館の大型図書館という感じでした。そこで、

あれは100万人ぐらい来るのでしたっけ。100万人ぐらい来るというのはどういうことなのかなというのを考

えながら帰ってきましたけれども、またいつか開いているときに行ってみたいなと思っています。 

   少し全体の中で、僕のそもそものスタンスは、この図書館ビジョン全体の中で少なくとも順序が違うだろ

うとは思っています。先ほど来議論があるとおり、新図書館整備よりも地域館の充実を優先して先に行って

いくべきではないかというスタンスで考えています。 

   なので、まずその地域館ですけれども、豊岡といいますか鶴見図書館は豊岡プロジェクトが進んでいくこ

とで、ある意味、淡々と新しい図書館に移っていくのだろうなと思っています。もう一館が港北図書館とい

うことですよね。港北図書館、再整備検討ですから、再整備を決めたわけではないというのが公式見解なの

かなと思いますけれども、なので港北図書館周辺を街歩きしてきました。昨日、財政局の質問でもありまし

たけれども、菊名で降りて、菊名を中心に半径１キロ圏内に、結構、公共施設があるのですよね。老人福祉

施設だったり、ケアプラだったり、国際交流ラウンジだったり、ちょっと外れるぐらいにそもそも区役所が

あるという感じですよね。港北図書館は、実は私は初めて行ったのですけれども、港北図書館が一、二階で、

菊名地区センターが３階のいわゆる複合化施設でした。 

   印象として思いましたのは、敷地がむちゃくちゃ広いなという感じです。駐車場にも使ってないような空

地がかなりの面積がありました。もともとこの港北図書館は港北区役所だったと伺っていて、正直、建物は

立派だなと思いまして、一番最初の印象は、これはそんなに古いかなという感じを覚えました。だから、端

的に言うと、建て替えしなくて十分いいのじゃないかなというのが正直な印象です。 

   いわゆる建て替えというときに大体言われるのは狭隘化ということなのですけれども、平日の午後ではあ

りましたが、僕が通常行く戸塚図書館に比べれば来館者数もさほど多くなく、スペース的にも十分。ただ、

もう少し遅くなると中高生が来る感じだから混み始めるかなとは思いましたけれども、閲覧席も余裕がある

状況で、そこまでやる必要があるかなというのが印象としてまずあったという点が１点。 

   それから、昨日の財政局の答弁でもありましたけれども、ファシマネ室長からの答弁だったと思いますけ

れども、単体での再整備、建て替えということではなくて、エリア全体での公共施設全体の最適化を図るべ

きということがあったので周辺を結構歩いてきたのですよ。菊名から図書館へ行って、図書館へ行くまでの

間に水道局の大きいウォータープラザというのがあって、図書館を過ぎてそのまま行ったら今度は区役所で

すよね。区役所と公会堂のところまで行って、そこまで行ったから、本当はそれで戻ってこようと思ってい
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たのだけれども、もう大倉山だからと思って大倉山へ行って、大倉山記念館も行ったことなかったから行っ

てみようと思ったら、すんごい坂でした。とんでもない目に遭っちゃってという感じ。 

（「ちょっと先へ行くと梅林があって」と呼ぶ者あり） 

   梅林まで行きましたけれども、梅があまり咲いていなくて、それで今度は下りてきて大豆戸のほうに行き

ました。本当はスポーツセンターとかも回ってこようと思ったのだけれども、さすがにきつかったなという

感じでした。 

   だから、全部を全部１キロ圏内で見たわけじゃないのですけれども、仮に公共施設全体の最適化、ダウン

サイジングを図っていくとして複合化するとしたらということですけれども、基本的にいずれもそんなに高

層の建物ではないので、まとめようと思えばまとめられるぞという感じはしました。ただ、いずれもそれほ

ど古くないなという印象。建物は割としっかりできていて、メンテナンスも行き届いている。いわゆる昔の

建物というほどではないという印象だったので、その中でどういうふうにしていくかというのをやっぱり描

かないといけないなと思いました。 

   だから、港北図書館を再整備するのだとしたら、やっぱりそういう視点で行かなきゃいけないだろうなと

思いましたし、昨日も申し上げましたけれども、公共施設だけじゃなくて、それによってまちのエリアの価

値をどう高めていくかという視点をもっと持っていかないといけないと思います。それは本当に申し上げて

おきたいことです。 

   さらに言うと、その状況で再整備すると言うのだったら、正直言って戸塚図書館を何とかしてくれよとい

う感じなのですよ。 

（「譲らない」と呼ぶ者あり） 

   譲らないと、こういう議論にだんだんなっていくのだけれども、戸塚図書館を何とかしてくださいよとい

う話なのだけれども。じゃあ戸塚図書館を大きくする、機能拡大するとしたら、あの場所でやるというわけ

にはいかないから、どこか場所を探さなきゃいけないということになるわけで、ちょっと無理だろうなと思

うのですよ。そうすると、ずっとこの一連の図書館ビジョンの中で戸塚図書館は今の規模に甘んじなきゃい

けねえのかという話になるわけですよね。 

   それはいかがなものかなと思っていて、ここからずばりですけれども、先ほどありましたように戸塚区内

にもう一か所ある取次センター、東戸塚駅の行政サービスコーナーの図書取次ぎですけれども、行政サービ

スコーナーが廃止になるのであれば、何も図書取次ぎだけそこに残すというのももったいない話なのだから、

ちゃんと東戸塚駅周辺に、私は商業施設の中にブックス＆ラウンジを整備するべきだと考えています。これ

はぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  東戸塚の図書取次所は、年間９万人、10万人弱ぐらいの市内でもトップ

クラスの利用者がいるところであるということ。それから、今回、ブックス＆ラウンジを青葉台や上大岡駅

周辺というふうにターミナル的な駅に置いておりますけれども、戸塚も同様にターミナル型と思っておりま

すので、相手のいることなので、この段階で、はい、やりますとは、ごめんなさい、それはなかなか言えな

いのですけれども、市内のバランスというものを考えたときに、今の東戸塚や戸塚にブックス＆ラウンジを

置くというのは一つの選択肢として十分あると私は思っております。 

○ 鈴木太郎委員  今の行政サービスコーナーは、確かに駅のほぼ構内と言っていいようなところの駅の改札

口を出てから雨にもぬれず行けるところですけれども、一応区分分けがされています。教育委員会所管の床
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と市民局所管の行政サービスコーナーの床と分けているから、行政サービスコーナーをやめたとしても教育

委員会の床は残そうと思えば残せる。そういうことになると、安直に考えると、市民局のところが抜けたの

だから、そこの床を使ってブックス＆ラウンジにすりゃあいいじゃんとなりがちだけれども、それでは全く

もってエリアの価値なんか上がらないのですよ。 

   東戸塚駅周辺は昭和55年に駅が陳情駅でできて、それからまさに公民連携でまちづくりができたところで

して、非常に多くのマンション群が周りを囲っている感じですよね。これが古いところでは築40年を超えて

いるのですけれども、割と住民の方々は当初に入居された方がそのまま残っている方が多い。だから、それ

だけ高齢化しているとなると、エリアの東戸塚駅周辺の年齢層が上がることによって周辺全体の購買力が下

がっていると思っています。それに伴って、まちの核となっている商業施設の活気が弱くなってきていると

思うのですね。空き床も増えてきているという状況です。そうであれば、そういうエリアを再びにぎわいを

取り戻すためにこそ、公共施設をうまく活用していくという観点がとても重要だと思っていて、あんまりそ

ういう話を聞いたことがないのですよね。教育委員会だからしようがないという話なのかもしれないけれど

も、何で首長たちが図書館を造りたいかというと、やっぱり人気の施設だからなのですよ。住民にとってキ

ラーコンテンツなわけ、必ず喜ばれる。しかも、基本的に最近整備されているところは従前よりも来館者数

が増えるというところですよね。だから、そういう機能をまちづくりの中にしっかりと生かしていくという

ことを考えていかないといけないと思うのだけれども、その辺はあんまり今日も説明がない感じでしたけれ

ども、どうですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  ブックス＆ラウンジにつきましても、新図書館や地域館と同様に、まち

づくりとの連携といいますか、まちづくり的な視点というものは委員のおっしゃるとおり大変重要だと思っ

ています。場所の選定に当たっても、我々教育委員会だけではなくて、例えば都市整備局が持っている知見

なども生かしながら場所の選定をしておりますので、今の委員の御指摘も踏まえまして関係課との調整を進

め、９年度以降の立地場所選定に生かしていきたいと思っております。 

○ 鈴木太郎委員  まちづくりの視点とよく市役所の人たちから聞きますけれども、それって一体何だろうな

という感じがしないでもないのですよね。これだけだんだん縮退社会になっていくわけじゃない、人口減少、

高齢化で経済の規模も小さくなりがちになる中で、まちづくりというのはそのとき何を言っているのかとい

う感じがするのですよね。 

   だから、まちづくりの視点は都市整備局がきっと担ってくれるだろうみたいな感じだろうと思うのだけれ

ども、果たして都市整備局が今のこの時代にふさわしいまちづくりの考え方を持っているのかという疑問も

あります。だから、まちづくりの中でこういうことをやってくというのは、まちづくりによって何を目指し

ているのですか。これは副市長に聞きます。 

○ 伊地知副市長  直接のお答えにならないかもしれませんけれども、私もいろんな地方を見て、地方の図書

館も新しい図書館だけを見ているわけじゃなくて、駅前の商業施設が向けて、そこに新しく図書館が移転し

てきた。それによって上の階、下の階に人が来るようになってにぎわいができてくる。にぎわいが戻ってく

る。それで新しく商業施設もまた戻ってくるというような、そういうことも当然まちづくりでありますし、

魅力づくりの一つだと思っています。 

   ちょっと脱線しますけれども、先ほどもまちづくりの中で例えば地域館を整備する。そうするとすごく長

いスパンで、いつ再開発が始まるのと、この物価高騰が続いている中で再開発が成立するのという話になる
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わけですけれども、ただ先ほどおっしゃったように、それほど新しいビルでなくても、もしかしたら駅前の

ビルの中に床が余っているかもしれない。そこに例えば区に１館の施設が来ることで、そこがもしバスター

ミナルがあるようなところであれば、利用権が一気にばーっと広がるわけですよね。 

   そういうことも数少ない資産でまちづくりにも資することができというような、そういうことを施設の再

配置という意味においては、単純に先ほど言われたみたいな複合化とかで機能を寄せればということだけで

はないのかなと思っていまして、先ほど委員が言われた港北の部分も私も歩きました。歩いて思ったのは、

紙で見ているときのとは違って、すごい山坂が多いと。そういうこともちゃんと考えなきゃいけないですし、

それから例えば自治会、町内会はどうなっているのかなとか、学区はどうなっているのかなとか、いろんな

ことを考えながら、いかにその地域に住む人たちが住みやすい環境になっていくかということを念頭に置き

ながら、施設の再配置をしていくということがファシリティマネジメントなのだろうなと思っていますし、

昨日の委員がおっしゃっていた非保有とかということも含めて、そのファシリティマネジメントというのを

しっかり考えていかなきゃいけないと思っています。 

○ 鈴木太郎委員  その上で新図書館ということですけれども、今日のスライドの中にもまちづくり云々とい

うのがありますよね。２万平米の床ということになると、単体であっても相当な規模であることは間違いな

いわけで、そこにきれいな図書館を建てりゃいいという話にはならないというのがまずありますよね。だか

ら、まちづくりのビジョンがない中での議論というのは、どうも淡白過ぎるというふうにそもそも思います。

だから、そこはもっとエリアとしてどうしていくのかというのを出した上でないと判断しにくいと思います

よ。 

   だから、そういう意味では、８年度中に基本計画をつくるというのは極めてタイトだし、恐らく無理だと

思います。恐らく無理だと、間に合わないと思います。なので、もう少し時間をかけてやるべき話じゃない

かなと。だから、そういうこともあるから、地域館のほうの拡充というのをもっと力を入れてやっていくべ

きじゃないかなと思うのですね。 

   少し新図書館、仮に新横浜でということであれば、今、こういう好事例で挙げているシリウスですら、こ

んな大きいのを造っちゃって大変だということになっているわけでしょう。大和市財政がとんでもないこと

になっていて、これを手放すべきじゃないかというのを古谷田市長も言及し始めている。だけれども、買手

なんかつかないですよね。これはだから、いいのを一生懸命造っちゃって、国からの補助金もばんばん入れ

たけれども、結果的に維持管理にお金を回せない状況になってきているから、こういうことになっているわ

けですね。それを考えると、横浜市は大きいから大丈夫という話にならないですよ。そのために財政責任条

例があり、財政ビジョンがあるわけで、それを甘く見ないほうがいいと思いますよ。 

   だから、僕は何度も言うように、ちゃんと財政ビジョンとの整合を保っていかないといけないし、順序は

違うと思っているけれども、仮にあそこに整備するのだったら、これは定期借地で土地だけ貸して、民間に

資金調達も含めて全部建物を建ててもらった上で、その中の床の一部を横浜市が賃借して図書館にするべき

だと思うのですよ。そうすれば、将来……これは座談会の中でも結構意見がありましたよね。本の在り方と

いうのがそもそも変わっている中で、置場所が足りないからこうやって大型の施設を造ることに不安を感じ

るという声もありましたよね。だから、想定し得ない事態というのは十分あり得ると思うのですよ。だとす

ると、資産として抱えてしまうよりも、少なくとも賃借でいくというほうが、これからの次期の公共サービ

スの床としてはいいのじゃないかなと思いますけれども、考え方を聞かせてください。 
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○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  これからの時代、資産を持つことのリスクというものは、委員がおっ

しゃるとおりあると思っております。例えば図書館でいえば、紙の文化というものが基礎と個人的には思っ

ておりますけれども、現実問題としてデジタル化が進んでいるという一つの流れはあります。ですので、座

談会で意見をいただいたとおり、紙の文化が残念ながら廃れつつある中で２万平米というものが必要ですか

というような御意見は確かにいただきました。そこの場でも議論はありましたし、今、委員がおっしゃった

とおり、だからこそ柔軟に動けるような資産を持たない非保有型のパターンというものも、一つの選択肢と

してはあると思っております。 

   大切なことは、限られたお金の中、まずそこは大前提の中で、図書館にとってどういうメリットがあるの

かということを、委員は時間が短いとおっしゃいましたけれども、来年一年間考える中で検討に検討を重ね

ることだと思っております。例えば非保有の場合、回収に柔軟に対応できるかといったようなものも、もし

かしたらあるかもしれません。そういうようなお金の話、それからニーズへの変化への対応、それから市民

の利用勝手、そういったような様々な観点で総合的に考えて、非保有ということも一つ念頭に置いて、都市

整備とも一緒にやっていますので、様々な事業手法がございますから、考えていきたいと思っております。 

○ 鈴木太郎委員  最後にしますけれども、これは恐らく、新図書館整備の部分で8400万円の予算計上をして

いるでしょう。これは、要するに考え方を整理するために専門家に外部委託すると思うのですよ。恐らくあ

る程度、もう方向性ができているのじゃないかと思っています。だって、この構想をつくるときに委託して

いるわけだから、その考え方が踏襲されていく感じが想定されるわけですよ。僕、それでは物足りないと思

うのですよ。要するにそれって図書館の専門家がつくっているのですよ。図書館の専門家に、これから図書

館どうしますと聞いていいかというと、やっぱり駄目だと思うのだよね。仮にやるのだったら、図書館の専

門家と、先ほど来言っているまちづくりのほうの専門家とそれぞれ入れてやらないと無理だと思う。仮にそ

れで進めたとしても、もたないと思うのですよね。そこのところはきっちり申し上げておきたいと思います。 

○ 佐藤祐文委員  引き続きましてお話をさせていただきますが、私、この前の委員会のときに、まちづくり

と一緒に進めるべきなのに都市整備のほうが出てきてないという話をしました。教育委員会さんは、都市整

備としっかりと相談をしながら進めていますと言いましたが、今日こうやって来ていますけれども、今回の

常任委員会の場で都市整備のほうでは北部地区のまちづくり方針というのが骨子が示されて、秋頃にそれを

策定していくのだという話になっていますよね。それは面の話なのですね。このエリアの話にはなってない

のです。このエリアの話が、都市整備のほうでもまちづくりが進んでいます。その中に教育委員会の新図書

館があると、こういう話で入ってこないとどうも納得いかない。なぜ焦っている、何のために進めているの

だろうということを言わざるを得ないのですよ。 

   新横浜駅のにぎわい創出ということで、まちづくりの一環で、あれを種地としたというまちづくりを進め

ようということ、僕は長年やってきていますから、そういった意味で大変なことを今やっているというのも

事実なのです。さっき鈴木委員がおっしゃいましたけれども、これは逆にうまく造れば、いわゆる雨天時、

雨が降っていても雨にぬれずにその施設に行けるようなこともできるかもしれません。そして、あのエリア

に図書館単体で造るような、そんなばかげた構想というのは絶対避けるべきであって、いわゆる複合化をし

ながら、その中でにぎわい創出の一つのエリアがこの新図書館ということになっていくのだと思います。 

   今回示された基本方針の中で、この第４章の空間計画の方針とかといって出てきていますけれども、これ

で２万平米というのが出てきていますけれども、この横に写真がいっぱい載っていますけれども、これはい
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いとこ取りを持ってきてイメージしろとしか見えない。じゃなくて、ちゃんと地に足をつけてどういうもの

が、今から言っていても10年かかるだろうと言っているものですから、10年後にどういう姿の、どういうも

のが市民にとって有益な図書館になるのだろうと、こういうことをしっかりと考えてもらいたい。今回、１

年間でこれをやっていくのだと言っていますけれども、僕も無理だと思います。 

   あとそれと、ずっと進みまして、その最後に整備場所検討の経過というのがありまして、用地選定の視点

というのが、何ページになるのだか分かりませんが、ずっと後にあるのですよね。これで用地選定の視点で、

施設規模確保の視点、２万平米の床面積が確保できる土地であると。これはできるわけですよね。これは駅

からのアクセス性もいいと。接道要件の視点と書いていますけれども、これは横、12メートル以上の道路、

接道ないですよ。あれは環状２号線の側道沿いですよ。ということは、あそこを拠点としてほかの図書館と

の図書館ネットワークで配送するのだと教育長は言っていましたよね。だけれども、それをやるためには、

一方通行で入り、そこで受け取ったものを一方通行で出て環状２号の下をくぐり抜けて、新横浜の大変混ん

でいる道路のところを抜けて環状２号に戻ってくるか、新横浜元石川線から抜けて高速道路に行くかと。こ

れ、道路要件の視点も合っているのだなんて、この書き方は絶対合ってないからやめたほうがいい。これは

地元民だからよく分かる話なのですけれどもね。 

   そういったことをもろもろ考えて、本当に都市整備とともにまちづくりをやっていくという視点があるの

であれば、焦らずにやってもらいたい。焦って最後に市民ががっかりするようなものにしてはいけないのだ

と思いますよ。教育長、いかがですか。 

○ 下田教育長  私も大分昔に港北の推進課長にいて、先ほど鈴木委員が行った、歩いたところを同じように

歩いたなと思い出しました。あわせて、石川県立に見に行っていただいてありがとうございます。 

   佐藤委員が言われたこと、我々が進めていることが足りてない部分というのがありますけれども、まさに

そこを大切にしていかなければならないなと私も思います。港北自体のまちづくりのためということでもも

ちろんありますけれども、図書館整備自体がまちの中でどう機能する装置なのかというふうに考えたときに、

このまちにとって何をもたらすかということを議論することなしにやるということはあり得ないと思います。

私も入ったときに、みなとみらいの開発をやりましたけれども、大分いろんな間違いもしながらチャレンジ

をしましたけれども、今回の図書館の中で本当に実態として、副市長も含めて都市整備と議論を重ねていま

す。今まで御指摘いただいたスタートの部分で、練り切れてないところが見えて、御指摘をいただいたとい

うことを真摯に受け止めて、私は先例を研究した中で、横浜にとって、そして結果的には大分時間がかかっ

て苦労している港北自体のまちづくりにおいても、しっかりとしたものをもたらすようなことを大切に検討

していきたいと思います。 

   それで検討を進めていく中で、ここは立ち止まらなければならないという場合には当然熟慮をしてまいり

ますので、ただ一歩ずつ進めることで、今の段階でも、そういう構想があるなら〓新横〓の可能性がある

じゃないかという声も聞こえてきているので、それを大切にしながら、委員の御指摘が無駄にならないよう

に全力で連携をしながら真摯に取り組んでいきたいと思います。 

○ 佐藤祐文委員  あのエリアは、競技場大で行われるマリノス戦をはじめ、多くの方が通る場所なのですよ。

逆にこの書き方だと、車寄せ整備が可能であることと書いちゃっているのですよ。車なんて入れてくれない

ほうが歩行者のためにはいいのですよ。だから、そういう図面を見て机上のことだけじゃなく、しっかりと

考えてもらいたい。くどいようだけれども、焦らずに進めるということを私はしっかりと見ていきたいと思
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いますので、お願いします。 

○ 藤崎浩太郎委員  ありがとうございます。少しだけ伺います。 

   今回、パブコメの結果が出されてきて、これは教育長に伺いたいなと思っていますけれども、横浜市も

ずっと図書館の数と蔵書数が全国的にも非常に劣ってきて、政令市の中でも最低、五大市とかと比べても半

分程度ということで、非常に図書館の数にも蔵書数にも恵まれてこなかったという状況があったなと思いま

す。そういう意味で、マイナスからスタートしている図書館政策を一歩前進させながら、今回、パブリック

コメントを出されて返ってきた意見、これは７ページですね。この７ページを見ると、賛成意見が3.5％、

そして推進した上でということで提案とか期待等で60.5％、この上２つが純粋に賛成意見ともし捉えれば、

64％の方が賛成の御意見を出してくださったということかなと思います。そういう意味では、全体で３分の

２ぐらいの方は前向きに非常に賛成の御意見を出してくださったということで、非常に期待が高まっている

のだというふうにも捉えられるかなと思います。このパブリックコメントで、これだけの御意見、681通の

中で64％の方が前向きな御意見をくださったことについての教育長の受け止めを伺います。 

○ 下田教育長  まず一つは、私も教育長をやる前の段階で議会に当然出ていましたので、多くの方から横浜

の図書館の老朽化だけではなくて、ほかと比べて遅れているのではないかと、足りないのじゃないかという

ことを多くの方が指摘されていることを答弁している教育委員会をずっと見てきました。私自身もデジタル

統括本部長のときに、時代が変わったときにいろんなものを研究すると、図書館自体に対して不満に少しず

つ答えが出ている例があるということを感じましたので、もしかすると今回情報提供した中で何かが新しく

提供されるのではないかという期待を、幾つかの先進事例なども見る中でお伝えいただいているのかなと思

います。言葉だけではなくて、その真意をしっかり受け止めて、そして横浜にとってどう必要なのかを見極

めた上で、それを形にしていくというふうに考えておりまして、そういう意味での声を受け止めているとい

うことでございます。 

○ 藤崎浩太郎委員  今日も、課題についてもそうですし、これからどうしたらいいかという御議論、御提案

がたくさん出されていて、本当に議論が活発になってきて、議会側からもそうですけれども、地域の皆さん

もよりよいものを造ってほしいということがあると思います。そういう中で、今後いろんな分析等も行われ

ていくと思いますけれども、昨年、京都大学と慶應大学のグループで、図書館の蔵書数が要介護リスクを下

げるという研究成果も出されてきたというものがあります。経済効果とか、まちづくりとか、いろんな波及

効果の中で、あらゆる効果をしっかりと見定めていただきたいなと思っています。 

   そういう意味で、要介護リスクだけがポイントではもちろんないのですけれども、そういうまちづくり、

経済効果、これからの財政的な視点、さらにはそれを地域の横浜市の住民の皆さんの幸福というか、そう

いったものもしっかりと踏まえて検討を進めていただきたいと思いますが、お考えを伺います。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  ６ページにありますとおり、新図書館整備につきましては、８年度予算

案、今、8400万円で御提案させていただいております。この8400万円の中で新図書館整備基本計画の検討な

どを進めていくわけでございますが、その際に新図書館整備に関するまちへのインパクト、経済波及効果、

こういったこともこの中で検討していきたいと思っております。 

○ 藤崎浩太郎委員  幅広く検討していただきたいと思います。 

   あとは、３問目で最後にしますけれども、細かい話ですけれども、ブックス＆ラウンジが青葉台にできる

こともタウンニュース等々で大々的にというか報道もされて、地域の方が目にする機会も本当に多かった話
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題だったと思います。これまでもいろいろと御提案させていただいてまいりましたが、先ほども、これまで

地域館における学校図書との連携、学校図書館との連携という話がありましたが、ブックス＆ラウンジでの

学校図書館との連携も必要じゃないかという御意見もいただきました。確かに青葉区ですと、山内図書館と

いうのは東の端にあるという感じなので、子供だけでは生きづらかったりとか、学校との連携を取るにも山

内図書が遠いという学校も多いですから、そういう意味では青葉区のためだけにこのブックス＆ラウンジが

できるわけじゃありませんけれども、その周辺の対応するようなエリア、青葉区とか、緑区とか、そういっ

たエリアの地域の学校と連携して、いろんな事業に取り組んでいくというのは非常に重要じゃないかと思い

ましたが、ブックス＆ラウンジにおける地域の学校との連携について、伺います。 

○ 大塚中央図書館長  ブックス＆ラウンジは、駅という非常に利便性の高いところにできる図書館サービス

の最前線になりますので、市民の皆様に本とかまちに触れていただけるような、魅力的なサービスを展開し

ていくということが求められていくと思います。そういった中では、今、委員からお話があった学校もそう

ですし、例えば企業の方だとか、周辺の施設だとか、いろんなところと連携をしながら、例えば本の企画展

示ですとか、イベントですとか、そういったものを展開していくということが重要になると思います。その

中で学校との連携ということは非常に大切だと思いますので、そういったことも検討していきたいと思いま

す。 

○ 藤崎浩太郎委員  よろしくお願いします。 

○ 柏原すぐる委員  御説明ありがとうございます。私のほうから３点ございます。 

   １つ目が、さっきありました６ページの新図書館整備の8400万円のところですが、これって事業計画書を

見ると今年度は4500万の予算でした。これは、今年度については構想の業務をシンクタンクさんのほうでや

られて、来年度は幾つかさらに事業が分かれて進める考え方をされているのか、教えてください。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  今年度、今、委員からお話がありましたとおり、4500万円の検討費を中

心としたもので基本構想の策定の支援をしていただきました。来年度も8400万の今御提案させていただいて

おりますが、基本的にはこの基本計画の検討の策定支援をしていただくとともに、同時に経済効果、先ほど

の繰り返しになりますが、経済波及効果などの検討も併せてやっていきたいと考えております。 

○ 柏原すぐる委員  これは、プロポーザルでまた選定し直しですか。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  やり方については、現在、検討のほうをしているところでございます。 

○ 柏原すぐる委員  先ほど様々な議論がありましたけれども、図書館単体というよりは、まちづくり、エリ

アの価値を上げるという観点で、その委託の業務仕様だとか範囲についてもしっかり検討いただきたいなと

思いましたのでは、これは意見として申し上げます。 

   ２点目が14ページですね。ファシリティマネジメントの観点で、この辺りを伝えていこうということが資

料でも分かります。基準年が公共施設の総量の効率化のところで21年ですよね。40年度に基準以下なので、

要するに19年たっても床面積が増えてないということなのですが、実際は、今年、2025年度ですけれども、

今は増えているのですか、減っているのですかとかって、そこまで把握されているものなのでしょうか。お

願いします。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  すみません、これは本市全体での施設の総量のコントロールということ

で、教育は教育、例えば図書館は図書館だけで実現というものではございませんので、今、本市全体の施設

の総量が基準値以下かどうか、すみません、今ぱっと手元には持ち合わせていないところでございます。 
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○ 柏原すぐる委員  一応この基本構想の本編というのですか、それの59ページにも記載がありまして、2021

年時点で約862万平米、2040年にこれより増やさないということで、要は20年かけて同じだと、最初の10年

は増えてもいいけれども、あと10年で減らすとか、そこまでやらないと多分難しいのかなと思いまして、先

ほど床面積の不保有というような発想も今回の構想の中に包含されているということではありますが、ここ

をしっかり押さえた上で進めていただきたいなと思うのですが、これは伊地知副市長、もし見解をいただけ

ると。 

○ 伊地知副市長  すみません、正確な数字は今手元にないのですけれども、現時点で2021年度の、先ほど委

員が言われた862万平米から0.2か４％増えているという状況だと思います。いわゆる公共建築物と言われて

いるものの中で一番面積が大きいのが学校施設で、その次が市民利用施設で、市営住宅という順番になるの

ですが、その市民利用施設と言っているものの中にも社会福祉施設、例えばこれから子供が減っていく保育

園とかも入っている社会福祉施設であるとか、あるいは庁舎とか、事務所とか、あと都市基盤系の建築物と

かも入っている中に市民利用施設も入っているという状況になっています。なので、例えば学校とか、これ

から人口が減っていく、子供の数が減っていくことによって減っていくことも想定される学校施設であると

か、あるいは市営住宅なんかも単身世帯が増えてきているので、再整備していくと同じ戸数であっても面積

が小さくなっていくとか、そういうようなことも加味しながら、少なくとも2040年基準値以下というところ

に向けてしっかりやっていかなきゃいけない。昨日も鈴木委員のほうから明確に見えてないというお話をい

ただいていますので、その辺、先ほどの議論の中にもございました非保有とかいろんな手法を考えながら、

しっかりと捉えていかなきゃならないなと思っています。 

○ 柏原すぐる委員  承知しました。我々議員も任期４年で、市長も任期４年なので、それ以上の尺の目標は

なかなかコミットメントは難しいなと改めて思いました。 

   最後、３点目ですけれども、ちょうどこの基本構想の地元・団体等ヒアリング結果、57ページのほうを見

ておりまして思ったのが、いわゆる事業手法によっては、特に今、鶴見の図書館がまさにそうなのですが、

いわゆる事業者の選定プロポーザルの契約段階というのが、ある種、守秘性の高いというかクローズドの中

で調達という段階を迎えたときに、もちろん提案者の中で企業間、あるいは企業体の中で地域連携を考えて

いるようなところもあるとは思うのですけれども、どうしても説明会だとか、いろんな意見募集は踏まえて

いるものの、一定期間はクローズドに地域から見える期間があるのかなと思いまして。ここの団体ヒアリン

グの結果の中を見ていても、連携拠点をしていく上でのどう関わっていくのかというようなヒントがいろい

ろあるなと思いました。 

   そこで、大きいプロジェクトほど、ある程度大きな企業さんにグリップを握ってもらって資本的にも多分

安定性を求められるということと、いわゆる小さな地域の団体さんというのが、ふだん介在しているコミュ

ニティーというか、あるいは組織としてのガバナンスみたいなものが結構遠い関係性があるなと思いまして、

そこのつなぎ合わせというのが結構大事かなと思いまして、その点、特に鶴見は今後どうしていくのかとい

うことと、特にこういう新図書館整備などのときに、そういう細やかな配慮というのはどうやっていくのか

というのを教えていただきたいです。 

○ 飯島図書館ビジョン等担当部長  今、委員から御指摘がありましたのと全く同感といいますか、そのとお

りだなと思いながら聞いていたのですが、これから地域の交流拠点という形で図書館になってほしいと思っ

ています。そのときに、団体さんとか、個人さんとか、様々なものが横のつながりをしていくことをうまく
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風通しよくやっていくということを実現していくというのは、口で言うほど簡単なことではないのだとは思

いますが、新しいこういうタイプの図書館は別に横浜が最初ではなくて、他都市を見ても先行事例がござい

ますので、豊岡にしても、新図書館にしても、そういう先行事例を参考にしながら、今、委員がおっしゃっ

た問題意識は私も同感でございますので、ちゃんと見ながら取り入れるべきものは取り入れていきたいと

思っております。 

○ 柏原すぐる委員  あとコメントだけなのですが、飯島部長も地域にもいらっしゃるので、そっちの側面か

らも多分見ていらっしゃるものがあるので信用しているというか信じておりますけれども、しっかり進めて

いっていただきたいなと改めて思いましたので、意見で終わります。 

○ 大岩真善和委員長  それでは、他に御発言もないようですので、本件についてはこの程度にとどめます。 

   以上で教育委員会関係の審査は終了いたしました。 

   本日の審査は全て終了いたしましたので、審査委嘱報告書を予算第二特別委員会委員長宛てに提出いたし

ます。 

   次回の委員会日程ですが、３月12日木曜日午前10時より委員会室３において開会いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――― 

◎ 閉会宣告 

○ 大岩真善和委員長  本日の議題は全て終了いたしましたので、委員会を閉会いたします。 

 

閉会時刻 午後５時03分 

 

 


